
ア　農業
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19年度 20年度 21年度

① 認定農業者制度の運用改
善

農林水産省 a 農業経営改善計画の認定に当たって、市町村が独自の判断基準を設
けている場合があるが、これが公開されていないため、市町村における
認定審査の基準が不透明になり、よく似た経営を営む農業者であって
も、認定を受ける市町村が異なった場合、認定にバラツキが生じている
ケースも見受けられる。
したがって、認定手続きの透明性を確保するために、認定に当たって、
市町村が独自の判断基準を設けている場合には、当該基準を公開する
よう必要な措置を講ずる。
【「認定農業者制度の運用改善のためのガイドラインについて」（平成15年6月27日付け15
経営第1537号農林水産省経営局長通知）の一部改正】

措置済 ◎

b よく似た経営を営む農業者であっても、認定を受ける市町村が異なった
場合、認定にバラツキが生じている状況を改善するため、既に一部の市
町村において実施している認定審査における第三者機関の設置・第三
者機関からの意見聴取が全国的に行われるよう、必要な措置を講ずる。
【「認定農業者制度の運用改善のためのガイドラインの留意事項等について」（平成15年9
月26日付け15経営第3399号農林水産省経営局経営政策課長通知）の一部改正】

措置済 ◎

c 真に経営努力を継続した者のみが再認定されるよう、再認定において
は、経営努力の判断基準として、従前の計画に係る経営規模、所得、労
働時間等の目標の達成状況を把握し、その要因を分析した上で、再認
定の可否を判断するよう必要な措置を講ずる。
【「認定農業者制度の運用改善のためのガイドラインについて」（平成15年6月27日付け15
経営第1537号農林水産省経営局長通知）の一部改正】

措置済 ◎

d 現在、農林水産省経営局長通知（平成18年6月27日付け18経営第
2053号）において、市町村は、認定に係る全ての農業経営改善計画に
ついて、原則として毎年（少なくとも当該計画の有効期間の中間年には
必ず）、当該計画を検証し、取組が不十分である場合は、指導・助言その
他の支援を実施することとなっており、それを受けた認定農業者に改善
が見られない場合には、「適切に認定の取消しを行うことが望ましい」とさ
れているが、経営改善に取り組む意欲がない農業者を認定農業者として
支援することは政策の意図を歪めることになることから、認定の取消しに
ついては、適切に運用されるよう必要な措置を講ずる。
【「認定農業者制度の運用改善のためのガイドラインの留意事項等について」（平成15年
9月26日付け15経営第3399号農林水産省経営局経営政策課長通知）の一部改正】

措置済 ◎

② 認定農業者制度の適切な
運用

農林水産省 a 市町村において制度の趣旨に沿った運用がなされているかなどを含め
て、認定農業者の農業経営改善計画の達成状況を把握し、必要に応じ
て改善に向けた必要な措置を講ずる。
【「認定農業者の経営改善状況調査の実施について」（平成20年12月11日付け20経営第
5258号農林水産省経営局経営政策課長通知）】

措置済 ◎

b 認定農業者の認定においては、一律的に規模の拡大のみを要件とし
ているものではないということを改めて周知する。
併せて、市町村において農業経営の改善に関する目標を総合的に判
断して認定がなされるよう、判断基準の明確化を図る。

措置済 ◎

③ 水田・畑作経営所得安定対
策の対象農業者の要件の
周知

農林水産省 水田・畑作経営所得安定対策（品目横断的経営安定対策）において
は、一律的に経営面積のみを要件としているものではないということを改
めて周知する。

措置済 ◎

講ぜられた措置の概要等
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④ 農林水産省における農業
経営相談窓口の周知徹底

農林水産省 認定農業者制度や水田・畑作経営所得安定対対策（品目横断的経営
安定対策）等の農業経営に係る国の施策、制度に関する相談について
は、既に農林水産省に経営相談窓口を設置して農業経営者の経営相談
を受けているところであり、個別事案についても相談を受け付けている
が、農業経営者には十分周知されていないとの指摘がある。
したがって、これら経営相談窓口の存在と、経営相談窓口において個
別事案についても相談を受け付けていることを改めて周知徹底する。

措置済 ◎

⑤ 経営対策・担い手対策全般
の見直し

農林水産省 a 　政策目的の達成等の把握に向けた検証の徹底
現在講じている経営対策・担い手対策、また、今後講じる経営対策・担
い手対策について、その政策目的が達成されているかのみならず、農業
経営の収益性の向上にどれほど寄与しているかについても検証できるよ
う、その手法を検討し、結論を得る。

措置 ◎ （農林水産省）
① 施策の対象となる経営体について、経営診断を受診す
ることにより、当該施策が収益性の向上にどれほど寄与して
いるかを検証する仕組みを導入。
② 市町村が、政策目的の達成状況に加え、施策対象とな
る経営体の経営改善目標の達成状況を毎年度把握し評価
する仕組みを導入。

b 　経営・事業計画の提出を求める経営対策・担い手対策の実効性の確保
経営者の能力については、提出される書類の審査だけでは十分に把
握できない部分もあることから、経営対策・担い手対策の実効性を確保
するため、どのような手法がとれるのか、その在り方について検討し、結
論を得る。
併せて、計画の実現に向けて、経営改善が必要な場合に、課題に応じ
て専門家等からのアドバイスなどが受けられるようサポート体制を強化す
る。

措置 ◎ （農林水産省）
① 経営診断の受診により、対象となる経営体について、施
策の効果が客観的に把握できるよう措置。
② 市町村が、都道府県や国からの事業計画の達成状況に
応じた指導を踏まえて、対象となる経営体のフォローアップを
行う体制を整備。
③ 地域の意欲ある農業者の経営改善を総合的に支援する
機関である都道府県・地域担い手育成総合支援協議会にお
いて、農業者が税理士、中小企業診断士等の専門家、商工
業経営者等からサポートを受けられる体制を整備（当該事業
は平成21年度をもって廃止）。

c 　自立を目指す担い手の経営発展に向けた支援策の充実
先進的かつ広域的な農業経営者の実態を把握し、その結果によって
必要な支援策を検討する。
　併せて、検討内容について、当該年度に公表する。

措置 ◎ （農林水産省）
「食料・農業・農村基本計画」において、農業経営の多角
化・複合化等の６次産業化による付加価値の向上分を経営
に取り入れる取組を後押しすること等により、競争力ある経営
体が育成・確保されるようにする旨を明記。また
①　意欲ある農業者の資金調達を支援するための低利融資
② 農業経営の改善や集落営農の組織化・法人化に必要な
農業用機械・施設、食品の販売・加工施設等の整備に係る
支援
等を措置。

d 　担い手経営展開支援リース事業の事業内容の周知
担い手経営展開リース事業について、認定農業者であっても、地域内
の農用地を一定以上利用集積する者であれば「地域貢献農業者支援特
別型」の対象となり得ることを農業経営者や指導機関等に広く周知する。

◎ （農林水産省）
　平成21年４月24日開催の担当者会議等において地方農政
局、都道府県等の担当職員に対して周知。
（なお、左記事業の実施期間は平成21年度までとなってお
り、平成21年度をもって廃止）

⑥ 農地政策全般の再構築に
係る検討・検証

農林水産省 農地の流動化及び規模拡大について賃貸借によるものが主流であると
いう実態を踏まえ、利用集積を加速化するために、所有と利用を分離し、
経営的利用を更に促進し、利用本位の農地政策としていくため、農地政
策全般の再構築に向けて検証・検討を行う。
その際には、農地を農地として利用することを前提に、他産業・異分野か
らの農業参入を促進し、様々な形態や新たなビジネスモデルで農業経
営が可能となる観点も念頭に置いて、検証・検討を行う。
（第171回国会に関係法案（農地法等の一部を改正する法律案）提出）

検討開始 法案提出 ◎ （農林水産省）
　左記の内容を実現すべく、第171回国会に関連法案を提出
し、同国会で成立。（平成21年12月15日施行）

⑦ 農地の長期安定利用ス
キームの設定

農林水産省 現行制度においても20年までの利用権の設定や賃貸借契約が可能で
ある旨の周知徹底を図り、設定期間及び契約期間の長期化に取り組む。
【「農用地の賃貸借の存続期間の取扱いについて」（平成18年10月31日付け農林水産省
経営局構造改善課通知）】

措置済 ◎

平成21年中措置
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⑧ 主体を問わない農地利用
の促進

農林水産省 現在、特定法人貸付事業において、農業生産法人以外の法人であっ
てもリース方式で農地の権利が取得できることとなっているが、参入区域
（市町村が、耕作放棄地や耕作放棄地になりそうな農地等が相当程度存
在する区域を、参入可能な区域として設定）内であれば農地に制限はな
いにも拘らず、リースのできる農地が耕作放棄地に限られるといった誤解
や農地情報が不足しているといった指摘がある。農業分野において新規
参入の積極化が求められる中、農業経営に意欲的な一般法人の新規参
入を促進するため、耕作放棄地以外の農地もリースが可能であることの
周知徹底を図るとともに、一般法人の農業参入に資する農地情報を提供
する仕組みを構築する。

措置済 ◎

⑨ 農地賃貸借に係る改善 農林水産省 a 借り手となる農業経営者の経営安定に向け、農地の賃貸借の解約につ
いては、原則認められないこと、また、賃借権の内容については、特約を
含め設定時に明文化することを周知する。

措置済 ◎

⑩ 優良農地の確保、耕作放
棄地の解消

農林水産省 a 耕作放棄地については、これまでも実態調査を行い、解消に向けた取
組が求められているものの、その増加に歯止めがかかっておらず、また、
農業経営基盤強化促進法に基づく耕作放棄地の解消に係る市町村長
の勧告等の法的規制の発動も低調である。
したがって、農業経営基盤強化促進法に基づく耕作放棄地の解消に
係る市町村長の勧告等の法的規制について、法律に基づく発動基準を
ガイドライン等で具体的に示して、周知する。
併せて、解消計画に基づく対策と法的規制の発動が連携して行われる
よう必要な措置を講ずる。

措置済 ◎

b 優良農地の確保を図るためには、農振農用地区域への編入を促進し、
関係機関の指導による営農再開等の解消方策を着実に推進するととも
に、それでも農振農用地区域外に留まる耕作放棄地については、農業
利用に最大限努める一方で、長期遊休化し農業利用が困難と判断され
た耕作放棄地については、植林等非農業利用へ促す。
【「耕作放棄地全体調査要領の策定について」（平成20年4月15日付け19農振第2125号
農林水産省農村振興局長通知）】
【「耕作放棄地解消支援ガイドラインの策定について」（平成20年4月15日付け19農振第
2126号農林水産省農村振興局長通知）】
【「「非農地」と決定された土地に関し農用地区域に残置するか否かの判断基準の策定に
ついて」（平成20年4月15日付け19農振第2127号農林水産省農村振興局長通知）】
【「耕作放棄地に係る農地法第2条第1項の「農地」に該当するか否かの判断基準等につ
いて」（平成20年4月15日付け19経営第7907号農林水産省経営局長通知）】

◎

⑪ 農地政策改革における論
点整理及びその公表

農林水産省 次に掲げる論点について、検討の方向性が明らかになった段階で公表
する。
（ア）委任・代理で農地を集めて農業者に面的にまとまった形で再配分
する仕組みの対象とする地域について
（イ）委任・代理で面的集積を行う仕組みにおいてその役割を担う者と、
従来から利用調整の役割を担っていた者の役割分担について
（ウ）農地の流動化の促進に向け、農地の貸し手の安心感を向上させる
観点等から整備すべき機能について
　（エ）新たな農地制度に即した農地税制の見直しについて
【平成20年12月3日に「農地改革プラン」を公表】

措置済 ◎

措置済
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⑫ 農地関連法の見直し 農林水産省 従来より、農地関連法について、複雑で分かりにくい等の意見が寄せら
れている。農地法（昭和27年法律第229号）については、現状に合ってい
ない規定や使われていない規定について見直し、より分かりやすいもの
とする。
（第171回国会に関係法案（農地法等の一部を改正する法律案）提出）

法案提出 ◎ （農林水産省）
　左記の内容を実現すべく、第171回国会に関連法案を提出
し、同国会で成立。（平成21年12月15日施行）

⑬ 農地の有効利用のための
意欲ある者の参入促進

農林水産省 現在の農業経営においては、所有ではなく利用による規模拡大がスタ
ンダード化しているという現実的なニーズに即し、農地の利用により、経
営基盤の確保を容易にするとともに、それにより、個人を含め、他産業・
異分野からの農業参入を促進し、様々な形態や新たなビジネスモデルで
農業経営を展開する可能性を拡大することが必要である。
したがって、農地利用に関して、参入規制の在り方を検討し、個人・法
人で農業に意欲ある者の参入を促進する。
（第171回国会に関係法案（農地法等の一部を改正する法律案）提出）

法案提出 ◎ （農林水産省）
　左記の内容を実現すべく、第171回国会に関連法案を提出
し、同国会で成立。（平成21年12月15日施行）

⑭ 農地政策改革の実施 農林水産省 a 農地情報のデータベース化・オープン化
規模拡大や新規参入等に必要な農地情報（貸出農地、賃借料等）を
データベース化し、全国どこから誰でもアクセスできるようオープン化す
る。

措置済 ◎

b 面的集積の実効性の確保
面的集積を行う仕組みについては、特定の者による恣意的な判断の排
除や決定過程の透明性が確保されるよう一定の利用・集積ルールを整備
するとともに、コーディネーターとして面的集積の役割を担う者について
は、地域の総合的な土地利用の観点から、継続的な利用調整活動が可
能である等、その役割を十分果たし得る者が担う。
併せて、従来より農地の利用調整機能を担ってきた農業委員会とコー
ディネーターとして面的集積の役割を担う者との役割分担を明確化す
る。
（第171回国会に関係法案（農地法等の一部を改正する法律案）提出）

法案提出 ◎ （農林水産省）
　左記の内容を実現すべく、第171回国会に関連法案を提出
し、同国会で成立。（平成21年12月15日施行）

c 賃貸借期間の長期化等
多様化する農業経営の安定を支援すべく、20年を超える長期間の賃貸
借を可能とする。
併せて、農地の流動化の促進に向け、農地の貸手・借手の相互の安心
感を向上させる機能も措置する。
（第171回国会に関係法案（農地法等の一部を改正する法律案）提出）

法案提出 ◎ （農林水産省）
　左記の内容を実現すべく、第171回国会に関連法案を提出
し、同国会で成立。（平成21年12月15日施行）

d 耕作放棄地の解消
耕作放棄地については、農業経営基盤強化促進法に基づき、その所
有者に対して、市町村長の勧告等の法的規制を発動し、適正利用を求
めることとなっており、それに従わない場合は、市町村長が必要な措置
（草刈り、土石の排除等）の代執行を行うほか、都道府県知事が他の者に
特定利用権を認める裁定等を行うこととなっているが、法的規制の発動
は低調に止まっている。
したがって、耕作放棄地の解消のための法的規制について、より実効
性の高い仕組みにする。
（第171回国会に関係法案（農地法等の一部を改正する法律案）提出）

法案提出 ◎ （農林水産省）
　左記の内容を実現すべく、第171回国会に関連法案を提出
し、同国会で成立。（平成21年12月15日施行）

⑮ 農業生産法人の出資に係
る特例措置の周知徹底等

農林水産省 農業生産法人は、関連事業者等から総議決権の1/4まで出資を受ける
ことが可能であり、また、認定農業者となれば総議決権の1/2未満まで出
資を受けることが可能であるが、現状をみると、必ずしもこれらを十分に活
用しているとは言い難く、これらの活用について周知徹底を図る。
また、可能なものについては、農業生産法人の農業経営の発展に資す
るような運用改善の検討を行う。
【「農業生産法人の出資に係る特例措置の周知徹底について」（平成20年9月25日付け経
営局構造改善課長補佐通知）】

◎措置済
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⑯ 農業生産法人要件の見直
し

農林水産省 狭い国土の中で高密度な社会経済活動が営まれている我が国におい
ては、農地の権利取得に際して、権利を取得しようとする者が適切に農
業を行う見込みがある法人として、農業生産法人の要件が課されてい
る。
一方、近年の米価の下落など経営を取り巻く状況は厳しく、農業生産法
人の要件について、食品関連事業者等の異業種との連携の強化や資本
の充実を図る観点から、農業生産法人が地域の農業者を中心とする法
人であるという性格は維持しつつ、可能なものについては見直す。
（第171回国会に関係法案（農地法等の一部を改正する法律案）提出）

法案提出 ◎ （農林水産省）
　左記の内容を実現すべく、第171回国会に関連法案を提出
し、同国会で成立。（平成21年12月15日施行）

⑰ 農業委員会の在り方の見
直し

農林水産省 a 認定農業者に対して重点的に施策を実施するなど、従来の政策からの
大きな転換期を迎えている状況を踏まえ、その政策意図を十分に農業委
員会に浸透させるとともに、市町村によって異なっている農業委員会の
運用や権限行使を是正するため、改めて、農業委員会の権限行使が統
一的に運用されるよう、判断基準の周知徹底を図る。
【「農業振興地域制度及び農地転用許可制度の運用の適正化等について」（平成19年3
月27日付け18農振第1942号農林水産省農村振興局長通知）】

措置済 ◎

b 農業委員には、地元の農業の状況に深い理解のある農業者の存在は
不可欠であるが、農業委員会が中立性を確保し構造改革を促進する組
織として機能を発揮するため、選任委員に中立的な第三者である学識経
験者が参加できるよう改める。
【「農業委員会の選任委員の選定について」（平成14年5月13日付け14経営第456号農林
水産事務次官通知）の一部改正】

措置済 ◎

c 農業委員会が農用地の利用関係の調整等を進めて行くに当たって
は、農地の出し手や小規模農家の意向を踏まえつつも、その権能を行使
する農業委員に、「農業経営の改善に取り組む意欲のある農業者」、「農
業経営のスペシャリストを目指す者」である認定農業者などの今後の農業
の担い手となる者を増やしていくことに取り組む。
【「農業委員会の選任委員の選定について」（平成14年5月13日付け14経営第456号農林
水産事務次官通知）の一部改正】

措置済 ◎

⑱ 農業委員会の改革 農林水産省 a 農業委員会の機能の実効性の確保
今後、農業委員会においては、法令に基づく許可業務については透
明性を確保しながら公正公平な判断が行われるよう、許可の審査等に係
る判断根拠、審議内容を明らかにするとともに、耕作放棄地への指導等
の法令に基づく業務以外の業務については、目標を設定の上、積極的
に取り組み、具体的な成果を積み上げるような取組を行う。
【「農業委員会の適正な事務実施について」（平成21年1月23日付け20経営第5791号農
林水産省経営局長通知）】

措置済 ◎

b 所有・利用に関する透明性の確保
農業委員会における農地の所有・利用に関する許可は、農地法第３条
に基づき、農地の所有等をする者が農地として適切に利用するか否かを
チェックするために、営農計画書等の提出を求め、農業経営に必要な農
機具の手当を含めて申請内容を判断しているが、農業経営者より、農地
を農業上適切に利用することのチェックは必要としても、農業用機械の確
保の状況や経営計画等の審査について、硬直的な運用がなされている
との指摘がある。
したがって、農地の所有や利用に関する許可について、申請者に過分
な負担をかけることのないようにするとともに、硬直的な運用がなされない
ように許可の審査に係る判断根拠を明確にする等透明性の確保に努め
る。
【「農業委員会の適正な事務実施について」（平成21年1月23日付け20経営第5791号農
林水産省経営局長通知）】

措置済 ◎
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c 農地の利用調整に係る透明性の確保
農業委員会の農地に関する利用調整に係る斡旋は、農業上の利用が
確保され、農業経営の規模の拡大、農地の集団化その他農地保有の合
理化に資するようにしなければならないが、恣意的な利用調整が行われ
てはならない。
したがって、農地の斡旋に係る基準の公表等、利用調整に係る透明性の
確保に努める。

措置 ◎ 　（農林水産省）
農地に関する利用調整に係るあっせんに係る指導について
は、「農地移動適正化あっせん事業実施要領の運用につい
て」（昭和45年４月30日付け45農地Ｂ第953号農林省農地局
長通知）に基づき行っている。
なお、農業委員会については、「外部からの農業参入者に
排他的である」といった指摘があることも踏まえ、昨年１月に
改めて指導を行ったところ（「農業委員会の適正な事務実施
について」（平成21年１月23日付け20経営第5791号農林水
産省経営局長通知））。

d 　農地の仮登記に係る実態把握
農地については、農業者以外の者が農地に仮登記をしている事例が相
当数あり、耕作放棄されているとの指摘がある。これは、農業者以外の者
が将来的な農地転用による開発行為を期待して仮登記をしているものが
多いためと考えられる。
したがって、仮登記の現状を調査し、その結果を公表するとともに、必要
に応じて農地が有効に利用されるための対策を講じる。

措置 ◎ （農林水産省）
　左記の内容を実現すべく、第171回国会に関連法案を提出
し、同国会で成立。（平成21年12月15日施行）

e 違反転用への対応強化及び防止措置の強化
違反転用に対する措置（原状回復命令等）は、都道府県知事の権限だ
が、農業委員会も、違反転用情報の知事への提供や知事による是正指
導等への支援等の役割を担っている。
したがって、農業委員会においては、これらの取組を強化し、違反転用
への対応を強化する。
　併せて、違反転用の防止に向け、必要な措置を講じる。
（第171回国会に関係法案（農地法等の一部を改正する法律案）提出）

法案提出 ◎ （農林水産省）
　左記の内容を実現すべく、第171回国会に関連法案を提出
し、同国会で成立。（平成21年12月15日施行）

f 標準売買価格の廃止
農業委員会は標準小作料以外に、参考情報として標準売買価格を設
定し自主的に提示している場合があるが、標準小作料制度とともに標準
売買価格が提示されていたため、農業現場において、スタンダード価格
として理解されている場合もある。
したがって、標準売買価格があくまで参考情報にすぎないことを明確に
させるために、必要な措置を講じる。

措置 ◎ （農林水産省）
第171回国会に関連法案を提出し、同国会で成立（平成21
年12月15日施行）した改正農地法等により、「小作料の売買
額」を削除し、標準売買価格があくまで参考情報にすぎない
ことの明確化を図った。
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⑲ 農業経営の多角化に向け
た転用基準の周知徹底

農林水産省 農業経営の多様化に向けた転用について、農地転用許可制度上配慮
がなされているものの、これが農業現場において浸透していないのが実
態である。農業経営者及び農業委員において、このような転用が可能で
あるとの認識が乏しく、必ずしも周知されているとは言えない状況にある。
さらに、例え、農業経営者において転用が可能であると認識していても、
農業委員会において、農業上の効率的かつ総合的な利用に支障を及ぼ
すことがないか否かの判断が困難であるとの理由によって転用ができな
いとの指摘もある。
したがって、農業経営の多様化に向けた農地転用許可制度について、
改めて周知徹底する。

措置済 ◎

(ｲ)　農協、農業金融、農業共済等

19年度 20年度 21年度

① 農協の経済事業改革等の
推進

農林水産省 全国農業協同組合連合会（以下「全農」という。）等において不正事件
が累次にわたり発生していること等を踏まえ、農林水産省では全農に対
し、その子会社を含め、事業・組織の在り方について見直しを行い、経済
事業の主体を各単位農協と位置付け、複数段階での手数料を削除する
などコスト効率的な組織とすべく、平成17年10月に７回目の業務改善命
令を発出し、全農より改善計画を提出させ指導しているところである。同
改善計画は、全農の経済事業改革について、一定の期限を区切り数値
目標等を設定させるものであるが、同改善計画の進捗状況を対外的に公
表させるとともに、その成果を農林水産省が責任を持ってフォローアップ
する。

◎ （農林水産省）
農林水産省は、改善計画の進捗状況を四半期ごとに報告
させ、監視・指導を行ってきたが、平成22年6月18日の報告
をもって、手数料の削減、子会社の整理統合、職員数の削
減等の改善計画において、平成23年3月末までに実施すべ
きとされた措置がすべて実行。なお、全農は自らのホーム
ページにおいて、農林水産省に報告する都度ごとに、改善
計画の進捗状況を公表。

② 農協の内部管理態勢の強
化

農林水産省 a 農協は組合員に奉仕するという本旨を徹底し、コンプライアンス態勢の
強化や業務の効率性、財務報告の信頼性を確保するためにも、引き続き
内部統制の強化に取り組む。

◎ （農林水産省）
① 農林水産省は、事務ガイドラインに基づき農協の法令遵
守態勢の整備を指導しているところ。
② 農協系統は第24回ＪＡ全国大会で、すべての農協・連合
会が内部統制システムの整備に取り組むことを決議（18年10
月11日）。
19年度は、貯金量が200億円以上のＪＡにおいて、20年度
は、全ての３月期決算ＪＡにおいて内部統制の強化（代表者
が財務諸表の適正性及び財務諸表作成にかかる内部統制
の有効性を確認している旨をディスクロージャー誌に記載す
る取組）を実施し、21年度に全てのＪＡで実施が完了。
③ また21年度は、①全国モデルＪＡ、②県域モデルＪＡにお
いて以下の取組を先行的に実施。
・全国モデルＪＡは内部統制報告書の作成
・県域モデルＪＡは内部統制報告書を試行的に作成

（※）財務報告に係る内部統制報告制度の導入は、上場企業には21年３
月期決算から義務付けられているが、協同組織金融機関は義務付けの対
象外。

b 特に、コンプライアンス態勢については、コンプライアンス委員会の設
置などその強化が早期に図られるよう必要な措置を講ずる。
【「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及び農事組合法人の指
導監督等（信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。）に当たっての留意事項につ
いて」（平成14年3月1日付け13経営第6051号農林水産省経営局長通知）の一部改正】

措置済 ◎

逐次実施

逐次実施

規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容
講ぜられた措置の概要等

事項名 関係府省 措置内容
実施予定時期
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③ 農協の不公正な取引方法
等への対応強化

公正取引委員
会

農林水産省

a 独占禁止法上の不公正な取引方法に該当するおそれがある農協の行
為を示した独占禁止法上のガイドラインについて、公正取引委員会、農
林水産省等の関係機関は、協力して、農協、農協組合員、農業者の組
織する団体等に対し、説明会の開催やそれらの者が実施する研修への
協力等を通して、周知徹底を図る。
【「農業協同組合の活動に関する独占禁止法上の指針」の周知等について（平成19年4月
18日付け公経整第19号、19経営第230号、公正取引委員会経済取引局長、農林水産省
経営局長連名通知）】

措置済 ◎

農林水産省 b 同計画において、「農協の指導機関である全中や実際に事業を行う全
農が、上記ガイドラインを個別の事業に当てはめて、各農協がルールを
逸脱することがないように分かりやすく解説した指針を策定し各農協へ指
導を徹底するよう、所要の措置を講ずる。不公正な取引を行った農協に
対し、現行の独占禁止法による措置のみでは十分ではないと認められる
場合には、再発防止等の措置について、農業協同組合法による行政処
分も含め、適正に対処するよう所管行政庁において徹底する。」とされて
いることについては、平成19年度以降も逐次実施する。

◎ （農林水産省）
① 農林水産省は、「農業協同組合の活動に関する独占禁
止法上の指針の周知等について」（平成19年４月18日付け
公経整第19号、19経営第230号、公正取引委員会経済取引
局長、農林水産省経営局長連名通知。以下「農協ガイドライ
ン」という。）を発出。これを受けて、全中、全農等は、平成18
年２月に作成した独禁法遵守に向けたパンフレットを平成19
年７月に改訂の上、各農協へ配布し、独占禁止法遵守の周
知徹底を実施。
② 不公正な取引を行った農協に対し、現行の独占禁止法
による措置のみでは十分ではないと認められる場合には、農
林水産省若しくは都道府県が再発防止等の措置について
農業協同組合法（昭和22年法律第132号）による行政処分も
含め適正に対処するよう、平成18年９月20日付けで「農業協
同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会およ
び農事組合法人の指導監督等に当たっての留意事項につ
いて」（平成14年３月１日付け13経営第6051号経営局長通
知。以下「農水省事務ガイドライン」という。）を改正し、関係
機関に通知するとともに、このことを農協ガイドラインの説明
会においても周知。
③ 農林水産省若しくは都道府県が、農協の行う事業活動
について独占禁止法に抵触する疑いのある事実を知り得た
場合には、農水省事務ガイドラインに基づき、公正取引委員
会に対し、当該事実を連絡するなど連携を図っているとこ
ろ。

公正取引委員
会

農林水産省

c 公正取引委員会、農林水産省等の関係機関は、農協組合員、農業者
の組織する団体等が農協に苦情について情報提供したり、農協が法令
順守の観点から相談したりしやすくするため、農協、農協組合員、農業
者の組織する団体等に対して、苦情受付・相談方法及び相談窓口の周
知徹底を図るとともに、苦情・相談について協力して対応するなど、所要
の措置を講ずる。

措置済 ◎

④ 公正な競争条件の確保 公正取引委員
会

農業分野全般において、不公正な取引方法、不当な価格の引上げが
行われないよう、独占禁止法違反の取締の強化を図る。

◎ （公正取引委員会）
平成18年度において，2つの農業協同組合に対して，独占
禁止法第19条（不公正な取引方法第13項〔拘束条件付取
引〕に該当）に対して，また，平成22年度において，農業協
同組合の組合員で構成される１つの生産出荷組合に対し
て，独占禁止法第８条第4号（平成21年独占禁止法改正法
による改正前の第8条第1項第4号）に違反するおそれがある
ものとして，それぞれ警告を行った。
また，平成21年度において，１つの農業協同組合に対し
て，独占禁止法第19条（不公正な取引方法第13項〔拘束条
件付取引〕に該当）に違反するとして，排除措置命令を行っ
た。

⑤ 農協経営の透明化に向け
たディスクロージャーの改
善

農林水産省 a 全中に他の金融機関におけるディスクロージャーの状況を参考としつ
つ、説明書類の雛形を作成させ、周知させるなど一層の比較可能性を高
めるよう所要の措置を講ずる。

措置済 ◎

逐次実施

逐次実施
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事項名
実施予定時期

措置内容関係府省

b 組合員、貯金者等に対する情報開示を迅速に行うためにも、農協は、
他の金融機関におけるホームページ上での説明書類の公開状況を参考
としつつ、ホームページへの説明書類の掲載等、組合員、貯金者等の利
便性に応じた公開方法で自主的開示を行うことが必要である。この自主
的開示について、全中に農協に対し指導させるよう、必要な措置を講ず
る。
【「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及び農事組合法人の指
導監督等（信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。）に当たっての留意事項につ
いて」（平成14年3月1日付け13経営第6051号農林水産省経営局長通知）の一部改正】

措置済 ◎

c 全中に部門別損益計算書やキャッシュ・フロー計算書の一般への開
示、更なる部門別の資産の情報提供を指導させるなど、自主的な情報開
示が促進されるよう必要な措置を講ずる。
【「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及び農事組合法人の指
導監督等（信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。）に当たっての留意事項につ
いて」（平成14年3月1日付け13経営第6051号農林水産省経営局長通知）の一部改正】

措置済 ◎

⑥ 組合員に対する的確な情
報開示の実施

農林水産省 これまで、農業協同組合制度の所管官庁である農林水産省が、幾度と
なく的確な情報開示を行うべきと指導していることについては一定の評
価がなされるものの、現在制度的に義務付けられている情報開示の仕組
みや自主開示の促進などの指導が今一度、改めて農協及び組合員に周
知徹底されるよう必要な措置を講ずる。
【「農業協同組合、農業協同組合連合会、農業協同組合中央会及び農事組合法人の指
導監督等（信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。）に当たっての留意事項につ
いて」（平成14年3月1日付け13経営第6051号農林水産省経営局長通知）の一部改正】

措置済 ◎

⑦ 信用事業を行う農協におけ
る情報開示の強化及び信
用事業を対象とした金融庁
検査の実施

農林水産省 a  事業別の情報開示の徹底
信用事業を行う農協については、事業別の資産の状況の開示を一層
進めるとともに、情報開示の取組が各農協において定着していくよう周
知・徹底する。

◎ （農林水産省）
① 農林水産省は、平成20年３月25日付けで農水省事務ガ
イドラインを改正し、信用事業を行う農協については部門別
損益情報と併せて部門別の資産の情報を開示することとした
ところ。
② 以降、農林水産省は上記農水省事務ガイドラインに基
づき、従来から進めている部門別の資産の状況の開示を一
層進めるよう指導を行い、これを受けて、全国農業協同組合
中央会（以下「全中」という。）は、21年９月に「JAにおける財
務諸表等の作成の手引き」（JAが財務諸表等を作成する際
の執務参考として全中が発行しているもの）を変更し、各事
業別の総資産のみの開示から総資産のうち固定資産につい
ても内訳を開示することとし、これに基づいて、各ＪＡにおい
て一層の情報開示の取組が定着するよう周知・徹底。

農林水産省 b 貯金者保護に向けた情報開示の充実
貯金者においては、銀行等と同様に信用事業のみを対象とした自己資
本比率が算出されていると誤解している場合も考えられることから、当該
算出の方法で自己資本比率を計算していることについて、自主的な情報
開示を促す。

○ （農林水産省）
貯金者が、農協の自己資本比率を、銀行等と同様に信用
事業のみを対象としたものと誤解しないよう、全中が策定する
「ＪＡのディスクロージャー誌参考例」の一部改訂を依頼し、改
訂された様式を全中から信用事業実施農協に対して周知
し、自主的な情報開示を促す予定（平成22年度中に措置す
る予定）。

平成21年中措置

平成21年中措置
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農林水産省
金融庁

c 金融庁検査の実施
都道府県知事が金融庁検査を要請する枠組みについて、農林水産省
と金融庁が連携して、当該枠組みを機能させその実効性を高める運用
面の方策について検討し、結論を得る。

○ （農林水産省）
都道府県知事の要請に基づき、金融庁が信用事業を行う
農協・漁協に対する検査を実施する制度について、当省が
主催する「都道府県協同組合検査主管課長等会議」におい
て、金融庁から本制度を積極的に活用するよう要請した。
（21年４月）
なお、農協検査については、「規制・制度改革に係る対処
方針について」（平成22年６月18日閣議決定）において、「金
融庁（財務局）及び農林水産省が都道府県と連携して検査
を行うための基準・指針等を農林水産省・金融庁が共同して
作成することによって、農協検査の実効性を高める」とされた
ところ、現在、基準・指針等の策定に向けて検討を進めてい
る。

⑧ 員内・員外取引の区分 農林水産省は、「農協等の事業者が事業を行う上で法令を遵守するこ
とは当然の義務であり、この観点から、当面は信用事業の員外利用規制
の遵守の実態についての定期的な調査を行っていくこととしており、問題
がある場合には都道府県に対して是正指導の徹底を要請していく」との
見解を示している。
したがって、今後ともこの考え方に沿って、員外利用規制の遵守につい
ての指導の徹底を図る。
併せて、信用事業の員外利用規制の遵守の実態についての定期的な
調査結果については、違反農協において組合員等に対して公表する。

◎ （農林水産省）
① 農林水産省は、「農業協同組合の信用事業に係る員外
利用の実態調査について」（平成21年４月16日付け21経営
第84号農林水産省経営局長通知）を都道府県に発出し、
（１） 管下農協の信用事業に係る員外利用の実態調査の依
頼
（２） 員外利用違反状態が確認された場合の是正に向けた
具体的な計画の策定、その実行及び定期的な検証並びに
組合員への公表の指導の依頼
を実施。
② 調査の結果、平成20事業年度における信用事業の員外
利用規制については、すべての農協で違反が解消されたこ
とが確認されたため、農林水産省は、その結果を平成21年８
月28日に公表。

⑨ 中央会監査の在り方につ
いての検討

農林水産省 全中の一組織であるＪＡ全国監査機構が実施している中央会監査につ
いて、様々な角度から、組合員、貯金者等が納得する監査の在り方につ
いて検討を行う。

検討開始 措置済 ◎

⑩ 全中監査の一層の質の向
上

農林水産省 農協における今後の監査については、全中が監査責任を負う中で、監
査への公認会計士の帯同の拡大等公認会計士の更なる活用による会計
監査の一層の質の向上、農協の全般的な事業体制をチェックするための
業務監査の充実等、具体的な目標と取組スケジュールに沿って自主的
かつ計画的な取組がなされるよう促す。

◎ （農林水産省）
① 全中は、平成20年12月に、公認会計士を平成20年度の
5人から平成24年度には30人とするなど公認会計士の更なる
活用等による会計監査の質の向上、業務監査の充実等を内
容とする「行動計画」を作成し、公表したところ。
② 農林水産省としては、この「行動計画」に即した取組が確
実に実施されるよう指導を行ったところ、全中は計画に沿っ
て、
・22年度からの信連、厚生連の専門監査チームの編成
・22年度からの業務監査の充実に向けた業務監査要領等の
整備
・農協の監査への公認会計士の帯同の拡大等
に取り組み、公認会計士数も20年度の５人から平成22年７月
には10人に倍増するなど計画どおり監査の質の向上に向け
た取組が行われているところ。

⑪ 常勤理事の兼職・兼業制限
の適正化

農林水産省 農協の常勤理事による的確な事業運営や農協の業務の健全かつ適切
な運営を担保するため、今後とも兼職・兼業規制が徹底されるよう努め
る。
併せて、今般省令改正された、農協の常勤理事についての中央会の
役員との常勤による兼職の禁止措置については、この省令が施行される
平成21年4月以降、改正趣旨が個々の農協に十分に定着するよう、的確
な指導を行う。

◎ （農林水産省）
農林水産省は、平成21年４月23日に47都道府県の農協指
導担当者を集めて開催した「平成21年度農協指導・一斉調
査担当者会議」において、改正された省令が施行されたこと
を説明・周知するとともに、引き続き、兼職･兼業規制が徹底
されるよう指導。

平成21年中措置

平成21年中措置

平成21年中措置

平成21年中措置
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⑫ 中小企業信用保険におけ
る対象事業の見直しと農業
信用保証保険との連携強
化による農業経営者等の
資金調達の円滑化の促進

経済産業省
農林水産省

a 農協以外の金融機関からの資金調達を求める農業経営者が信用保証
協会の保証利用を希望した場合等で、信用保証協会において引受けの
可否の判断がつかないような場合には、農業信用基金協会に連絡、相
談するなど、農業経営者の資金調達の円滑化が図られるよう中小企業信
用保険と農業信用保証保険の連携の強化を図る。
【｢農業信用保証保険制度の適正な運営について｣（平成19年9月3日付け 19経営第3447
号 農林水産省経営局金融調整課長通知）】

措置済 ◎

経済産業省
農林水産省

b 現在、信用保険の対象となる農業関連事業者は、①きのこ生産事業や
もやし栽培業などの生産設備を要する事業者、②生産のみならず、加
工・販売業まで行っている事業者、に限定されているが、昨今の農業の
多様化に伴い、経済産業省は多角的農業経営者等の信用保険への
ニーズを把握するとともに、農林水産省とも協議の上、必要に応じ対応を
検討する。

検討 結論 ○ （経済産業省、農林水産省）
中小企業信用保険の農業関連事業者への対象拡大につ
いてのニーズがあることは聞いているが、引き続き実態把握
に努めるとともに、中小企業信用保険制度の適切な運営を
確保するため、対応の必要性も含め、検討を続ける。

経済産業省 c 建設業者が農作業の一部を受注するようなケースが増加している。この
ような農業サポート事業への新規参入が積極化するよう、他産業から農
業サポート事業に参入した事業者を信用保険の対象とすることについて
の必要性・妥当性について検討を行う。

検討 結論 ◎ （経済産業省）
他産業から農業サポート事業へ参入した事業者のうち、事
業が農業に分類されるものは農業信用保証保険制度、それ
以外（食料品製造加工業等）については中小企業信用保険
制度を利用することで整理。引続き両制度間で連携。

⑬ 農業信用保証保険制度の
対象融資機関の拡大

農林水産省 a 信用組合も農業信用保証保険制度の利用対象融資機関とする方向で
見直す。

措置済 ◎

b 農業信用保証保険制度について、農協以外の民間金融機関に周知徹
底を図るべく、情報提供等を積極化する。

措置済 ◎

⑭ 中小企業信用保険の対象
事業の明確化

経済産業省 中小企業信用保険において、農林漁業者でも利用できる事業範囲を
明確にするとともに、農林漁業者の理解が進むよう、生産活動以外の関
連事業の定義及び具体例を示し、農林漁業者及び金融機関に周知す
る。

◎ （経済産業省）
農業関連事業の中で、加工施設等を整備して行われる事
業で、製造加工業に整理される事業が中小企業信用保険の
対象となる。特にきのこの菌床栽培を具体例として、平成20
年12月26日付通知にて報知済。引続き周知徹底。

⑩ 農業経営改善促進資金
（スーパーＳ資金）の取扱い
の適正化

農林水産省 スーパーＳ資金の取扱いについて、地域の農業信用基金協会の考え
方や保証引受の審査を担う担当者に誤解が生じていることも考えられる
ことから、本来の制度目的に沿った取扱いがなされるよう、改めて必要な
措置を講ずる。
【「農業信用保証保険制度の適正な運営について」（平成19年9月3日付け19経第3447号
農林水産省経営局金融調整課長通知】

措置済 ◎

⑯ 知的財産や農業動産を担
保とした新たな資金調達手
法の検討及びその公表

農林水産省 農業金融の円滑化に向けては、農業特有の知的財産・動産及び新た
なビジネスモデルの活用も今後重要になると考えられる。
農林水産省においては、金融機関（農協系統、農協以外の金融機関、
政府系金融機関）、農業生産者団体を構成員とした検討会を設置し、新
たな資金調達方法、担保評価方法、債権管理方法等を検討しているとこ
ろである。
農業経営者にとって、農業金融の円滑化は喫緊の課題であることは言
うまでもない。このため、現在、上記検討会で行われている農業金融の円
滑化に向けた検討を踏まえ、新たな資金調達手法の内容、具体的事例、
課題等について、一定の結論を得て、金融機関、農業経営者等に情報
の公開を引き続き行う。

措置済 ◎

平成21年中措置
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⑰ 自立した農業経営者に対
する支援策の拡充

農林水産省 a 中小企業分野においては、連鎖倒産の防止に向けた倒産防止共済や
売掛債権の保証事業など事業・営業面のリスクヘッジ手段が充実してい
るが、農業分野においては、生産面でのリスクヘッジ手段は一定の整備
がなされているものの、今後、事業・営業面も含めたリスクヘッジ手段の
充実化が必要である。
したがって、リスクヘッジ手段として現行の対策が十分に機能している
かを必要に応じて検証した上で、農業経営のリスクヘッジ手段の在り方に
ついて検討する。
　併せて、平成20年度中に検討状況を公表する。

措置済 ◎

b リスクヘッジ手段の多様化
消費者やマーケットからの需要を確保し、それに応じた生産体制を構
築している農業経営者においては、安定的な事業継続のために天候リス
クのみならず、取引先の破綻リスクなど様々なリスクに対応が必要であ
る。
農業経営のリスクヘッジが可能となれば、農業経営者は価格変動に対
応できるようになるだけでなく、安心して規模拡大の計画を立案できるよう
になり、農地の集積にも寄与するものと考えられる。
したがって、リスクヘッジ手段の多様化に向け、播種前契約、収穫前契
約の拡大を図る。

◎ （農林水産省）
農林水産省は、平成21年４月に開催した経済事業改革
チーム会合において、米穀事業を含め全農の経済事業改
革についての評価を行い、その中の一つとして、播種前契
約など実需を特定した米の安定取引の拡大の進捗状況の評
価を行い、概ね順調に取り組まれていることを確認。
全農では、引き続き、実需者との結びつきをより明確にした
販売の強化に取り組むこととし、播種前契約、収穫前契約等
の取組を実施。

c 農業金融の円滑化に関しては、「規制改革推進のための３か年計画」
（平成19年6月22日閣議決定）において、「新たな資金調達手法の内容、
具体的事例、課題等について、一定の結論を得て、金融機関、農業経
営者等に情報の公開を引き続き行うべきである。【平成19年度措置】」とさ
れていることについて、特に運転資金の円滑化に資する新たな資金調達
手法を含め、引き続き取り組む。

措置済 ◎

⑱ 創業支援融資制度の充実 農林水産省 経営として農業を行う者、また、経営として農業を行う計画をしている者
が増加しており、農業金融においても「就農」だけではなく「創業」を含め
支援していく必要がある。これらの新規創業を積極化させるためには、創
業時に要する資金調達を支援するのも一つの策であることから、農業金
融における創業支援融資制度の充実を図る。
なお、創業支援融資制度の充実に当たっては、農協以外の民間金融
機関の参入も促進されるような制度設計を行う。
【「農業近代化資金融通措置要綱」（平成14年7月1日付け経営第1747号農林水産次官依
命通知）等の一部改正】

措置済 ◎

⑲ 農業再生委員会について
の周知徹底等

農林水産省 a 現在、農林水産省においては、経営が困難となった農業者の経営を見
極め、経営再生の支援またはその有する経営資源の整理継承に向けた
支援を都道府県において行う農業再生委員会の設置を支援している。
しかしながら、その設置数が低位に止まっており、農業再生委員会につ
いての理解が、都道府県や農業経営者等において、不足していることも
考えられる。
他方、農業現場においては、農業経営が困難となる事例も発生してお
り、農業経営の再生・事業継承を円滑に促すことが必要であると考える。
したがって、農業経営の再生支援が積極的に図られるよう、農業再生
委員会のスキームやメリットなどについて周知を図る。

措置済 ◎

b さらに、農業経営の規模拡大やリスク分散によっては、都道府県をまた
がる農業経営も考えられ、農業再生委員会同士の連携が必要な場合も
考えられるため、今後の農業再生委員会の運用状況を踏まえ、必要な措
置を検討する。

以降検討 ○ （農林水産省）
農業再生委員会の機能強化や農業再生委員会同士の連
携が可能となるよう、平成21年度より新たに全国段階に金融
機関ＯＢや弁護士等の専門家で構成する支援チームを設置
した。（当該事業については平成21年度をもって廃止。）

平成21年中措置
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⑳ 農業経営の再生に向けた
環境整備

農林水産省 a 農業再生委員会の早期設置
いまだ農業再生委員会が設置されていない都道府県においては、再
生への支援が得られず、再生可能な経営体が時期を逸して破綻してしま
う可能性も少なくないことから、農業再生委員会の設置が必要な都道府
県において、早期に設置が可能となるよう、引き続き支援を行う。

◎ （農林水産省）
農業再生委員会の設置を検討している都府県において、
設置が可能となるよう、引き続き情報提供を行った。（当該事
業は平成21年度をもって廃止）

b 　農地の一時保有機能を活用した再生スキームの具体化
今後求められる農業経営の再生や事業承継を可能とするために、農地
保有合理化法人の一時保有機能を発揮し得る再生スキームを具体化す
る。
併せて、一時保有機能の重要性をかんがみた場合、金融機関等の関
係機関からの協力と支援が必要となることから、農地保有合理化法人の
一時保有機能や、それを活用した再生スキーム等について、金融機関
等へ周知する。

◎ （農林水産省）
経営困難に陥った農業者の経営資源（農地・施設等）を農
地保有合理化法人が買い入れた後、
① 当該農業者が、経営再生が可能だと判断される場合に
は、当該農業者に当該経営資源を一時的に貸し付け、その
後に売り戻すことにより経営を再生させることや、
② 当該経営資源を他の農業者に売り渡すことによって、事
業を継承させること
を可能とする経営再生支援事業を創設。
また、当該事業を活用するに当たって、経営再生が可能か
否かを判断する第三者委員会に、金融機関等の参加を求め
ているところ。

c 　経営再生スキームの多様化
今後の農業経営においては、都道府県を超えて規模拡大を図る場合
や、リスク分散のために敢えて都道府県を変えて農地を確保する場合も
十分に考えられることから、当該都道府県以外の地域の農業経営者も、
事業承継の受け皿となることができるよう、新たなスキームを検討し、結論
を得る。

◎ （農林水産省）
全国段階に金融機関ＯＢや弁護士等の専門家で構成する
支援チームを設置したことにより、この相談窓口から、相談者
及び各都道府県の関係機関に対し情報提供を行うことがで
きた。（当該事業は平成21年度をもって廃止。）
なお、経営再生支援事業を含む農地保有合理化事業にお
いて買い入れた農地を売り渡す際には、当該農地が所在す
る都道府県以外の地域の農業経営者も受け皿となることが
可能。

21 農業共済制度の見直し 農林水産省 a 掛金の設定や損害補償金の算出根拠、また、加入要件の地域差に関
する合理的説明など、加入者の理解が得られるよう、徹底した情報開示
を促進する。
【「農業共済事業の運用改善について」（平成19年3月8日付け18経営第7041号）農林水
産省経営局長通知】

措置済 ◎

b 農業共済制度では、共済金額についても個人選択の途が開かれてい
るが、更なる選択肢を広げるため、現在、十分に活用されていない「環境
や要素を踏まえて個々の農業者ごとに被害実態に応じた掛金率を設定
するシステム」について、各共済組合が活用するよう促す。
また、そのシステムや防災施設の設置状況等栽培管理技術による掛金
の割引について、周知徹底を図る。
【「農業共済事業の運用改善について」（平成19年３月８日付け18経営第7041号）農林水
産省経営局長通知】

措置済 ◎

平成21年中措置

平成21年中措置

平成21年中措置
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c 農業共済制度の目的は、農業災害補償法（昭和22年12月15日法律第
185号）第１条に「農業災害補償は、農業者が不慮の事故に因つて受け
ることのある損失を補填して農業経営の安定を図り、農業生産力の発展
に資することを目的とする」とあるが、本来、経営というのは、自主・自律が
原則であり、リスクや競争にどのように対処するかを経営者が自ら考え、
経営戦略を実行していくことが求められる。
したがって、リスクにどのように対処するかは、経営者の判断により決定
するべきものであり、本制度も農業経営者にとっては、リスクヘッジ手段の
一つの選択肢として位置付け、農業者の選択の自由度の向上を図るた
め、「引受方式及び補償割合を農家が選択できる仕組み」について周知
徹底を図るとともに、各共済組合が組合員農家のニーズを踏まえて、でき
るだけ多くの選択肢を共済規程に盛り込むように促す。
【「農業共済事業の運用改善について」（平成19年３月８日付け18経営第7041号）農林水
産省経営局長通知】

措置済 ◎

22 経営実態に即した農業共
済制度の運営

農林水産省 被害申告期限後であっても、収穫前に被害申告がなされれば共済金
が支払われるということについて農業者に対し、一層の周知を図る。
併せて、農業共済は、特段の支障がない限り全ての引受方式及び補
償割合を共済規程に盛り込むよう促す。

措置済 ◎

23 共済金の被害認定基準の
周知徹底

農林水産省 農業経営者より、農業共済組合によって被害認定が異なっており、そ
れにより共済金の支払が共済組合によって差があるとの指摘があることか
ら、農業共済組合の被害認定基準について周知徹底を図る。

措置済 ◎

24 農業共済団体のガバナン
ス内部管理態勢の強化

農林水産省 　一部の農業共済団体において、国からの補助金の不正受給が発覚し、
その是正に向けた取組が求められる状況にある。
　今後は、組合員に奉仕するという本旨を徹底する必要がある。
したがって、コンプライアンス委員会の設置などガバナンスの強化が早
期に図られるよう必要な措置を講ずる。

措置済 ◎

25 組合員の意識を踏まえた
農業共済組合の事業運営
の検証

農林水産省 農業共済組合は農業災害補償制度を適正に運営していく公益的性格
を有している。
農業災害補償制度は、加入者の選択の自由度の拡大を図ってきてい
るが、農業共済組合が、公的使命を的確に果たすとともに、農業者の信
頼を得て活力ある農業共済事業を展開していくためには、農業共済組合
は、事業の効率化を図りつつ、農業生産や農業経営の変化に伴う農業
者の多様化する保険需要等に的確に対応し、地域の実情に応じた事業
運営を行っていく必要がある。
したがって、農業共済組合が組合員の意識を踏まえて事業運営を行っ
ているかを検証し、その内容等を公表する。

措置 ○ （農林水産省）
21年９月に、組合員の意識を踏まえた農業共済組合の事
業運営状況を把握するため、調査を実施し、とりまとめを行っ
たところ。

26 農業共済制度におけるリス
クヘッジ手段の多様化・高
度化の研究

農林水産省 自然災害再保険市場のリスク負担能力は拡大しており、新たなリスク
ヘッジ手段として期待できる。
したがって、農業共済制度においても、リスクヘッジ手段の多様化・高
度化を研究し、公表する。

措置 ○ （農林水産省）
20年度から21年度にかけて、よりリスクヘッジ手段の多様
化・高度化を研究するため、民間損害保険会社の協力を得
て、保険商品の研究を実施し、とりまとめを行ったところ。
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27 農業共済組合経営の透明
化

農林水産省 a ディスクロージャーにおけるインターネットの活用
事業年度ごとに作成する業務及び財産の状況に関する説明書類につ
いては、一般金融機関だけでなく、多くの農協がインターネットを活用し
ホームページで公開している。
したがって、農業共済組合においても、事業実績及び説明書類につい
ては、総会における説明や広報誌による周知のみならずホームページに
掲載するなど、情報開示を促進する。

◎ （農林水産省）
① 21年１月５日に全都道府県に対し、第３次答申の内容を
管内農業共済組合へ周知するよう依頼。
② 農林水産省主催の会議において、全都道府県及び連
合会に対し第３次答申の内容を周知するとともに、農業共済
団体は事業実績や財務諸表等についてホームページに掲
載するなど、広く国民一般に対しても必要な情報開示に努め
る必要があることを指導。
また、団体主催の会議等においても、情報開示を促進する
必要があることを指導。
③ 21年５月15日付けで、保険監理官通知（農業共済団体
における情報開示について）を全都道府県及び連合会に発
出し、開示の手法や開示すべき内容等を具体的に示した上
で、これに従い農業共済団体が情報開示するよう指導。

b 公認会計士監査に係る周知
共済制度は、加入者である共済組合員の掛金を原資に、災害時に被
害の補償を図る保険制度であり、それ故、業務運営のみならず、会計処
理についても、適切にかつ確実に行われ、経営の透明性を確保すること
が不可欠である。
しかしながら、農業共済組合の監査は、監事監査のみが行われてお
り、外部監査がなされていない。
したがって、総会等により、公認会計士監査に関して議決がなされるな
ど、組合員の求めに応じて公認会計士監査が可能であることを、周知す
る。

◎ （農林水産省）
① 21年１月５日に全都道府県に対し、第３次答申の内容を
管内農業共済組合へ周知するよう依頼。
② 農林水産省主催の会議において、全都道府県及び連
合会に対し第３次答申の内容を周知するとともに、公認会計
士監査について農業共済組合の総会で議決されるなど組合
員から求められた場合には適切に対応するよう指導。

(ｳ)　農業経営者の創意工夫を活かした経営発展の促進等

19年度 20年度 21年度

① 農業経営の発展に資する
業態に対する支援

農林水産省 農業経営の発展のためには、農業経営を営む者のみならず、特定の農
作業のみを受託するコントラクターや、契約により農産物の提供を受ける
出荷団体などの農業経営に関連する業態についても、様々な形による支
援を行うことが必要である。
したがって、こうした農業経営の発展に資する業態に対し、資金調達の
円滑化など、それぞれの業態のニーズや実態に応じた支援を強化する。

措置済 ◎

② 農業研修への支援の充実 農林水産省 a 農業者における受入研修について、創業意欲及び参入意欲のある者
が研修を受けやすくし、かつ、研修を受入れる農業者の負担を軽減する
よう、支援措置を充実する。

措置済 ◎

b さらに、企業等の農業参入法人に対する研修についても、支援を充実
するなど必要な措置を講ずる。

措置済 ◎

③ 中小企業政策との連携 農林水産省
経済産業省

a 　現在、農業分野の課題について工業分野の技術をマッチングする農業
連携の推進やその支援措置の提供などが、農政部局と中小企業政策部
局の連携により行われているが、これらの活動について、農業分野にお
いて新事業の開拓や新技術の開発を目指す者への情報提供を更に充
実するなど周知徹底を図る。

措置済 ◎

平成21年中措置

平成21年中措置

規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容
講ぜられた措置の概要等

事項名 関係府省 措置内容
実施予定時期
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農林水産省
経済産業省

b 生産に止まらず加工・営業・販売まで行う多角的な農業経営の増加に
より、農業と他の産業の区別が困難となっている。現在、農工連携など施
策の推進においては、農政部局と中小企業政策部局の連携が図られて
いるが、流通･サービス産業分野とのマッチングによる販路拡大や人材育
成、海外展開など、更に連携を図りながら、支援策を講じていく。
なお、いまだ、各部局の農業の捉え方が従来の生産活動をメインとした
農業を前提としている場合が少なくないことから、生産から加工販売に至
る活動を一連のものとして取り組む農業経営者について、結果的に支援
が受けられない部分が出てくるおそれがある。
多角的な農業経営を目指す者は、生産から加工や販売までの過程を
一連の経営活動として捉えており、これらをサポートするためには、経営
全般への支援が必要となることから、双方の部局においては、経営の全
般を支援するという観点から、連携を強化し支援策を講じていく。

措置済 ◎

④ 生鮮食品の栄養成分の表
示に向けた取組への支援

農林水産省
厚生労働省

a 生鮮食品については、農業経営者などにおいて栄養成分を表示して
はならないとの誤解が生じているが、表示と実際の栄養成分の内容が一
致していることを前提に、カロリーやタンパク質の吸収率などの栄養成分
を表示することが可能である。したがって、生鮮食品の栄養成分の表示も
可能である旨を、関係省庁が連携し、農業経営者などに広く周知する。
【「生鮮食品における栄養成分表示について」（平成19年12月27日付け19生産第6306号
農林水産省生産局生産技術課長通知】
【「生鮮食品の栄養成分の表示について」（平成19年12月27日付け食安新第1227001号
厚生労働省医薬食品局食品安全部基準審査課新開発食品保健対策室長通知】

措置済 ◎

b 併せて、栄養成分の表示方法について、それを希望する消費者の理
解を深め、それに取り組む農業経営者を支援するため、関係省庁が連
携し、参考となる表示方法なども公表する。

措置済 ◎

c 生鮮食品の栄養成分等の表示に向けた取組への支援強化
栄養表示基準に記載されていない成分については、健康増進法第32
条の２に虚偽誇大表示に関する禁止規定があるほかは、特段の規制は
ないが、当該成分について、生鮮食品における成分表示の取組が進ん
でいない現状にある。このため、厚生労働省及び農林水産省が連携し、
生鮮食品の成分の分析・表示方法等を検討し、特に青果物については、
表示に関して農業経営者が理解しやすい判断材料を示せるようにする。
また、厚生労働省は、生鮮食品の表示に対する虚偽誇大表示のガイドラ
インに関する運用について、農業経営者が理解しやすい資料を作成し、
周知を図る。

措置 ◎ （消費者庁）
表示に関して農業経営者が理解しやすい判断材料の提示
については、農林水産省が補助事業により「やさい・くだもの
栄養成分等自主表示マニュアル」を平成22年３月に作成し、
都道府県、生産者団体等に配布。その後農林水産省ＨＰに
も掲載。（作成にあたっては、消費者庁も協力）
虚偽誇大表示のガイドラインの運用については、消費者庁
が、「虚偽誇大表示のガイドラインに関する運用について Ｑ
＆Ａ」を作成し、平成22年３月に消費者庁ＨＰに公表。

⑤ 生鮮食品の特定保健用食
品などの特別用途食品の
許可取得に向けた取組支
援

農林水産省
厚生労働省

a 生鮮食品については、健康増進法第26条に規定する特定保健用食品
などの特別用途食品の許可の対象から除外されるものではないが、生鮮
食品における許可実績はない。生鮮食品は、栄養成分が自然や生産地
による影響を受けるという特徴を持っていることから、栄養成分に係る製
品品質や安定性の確保が必要と考えられる。
したがって、生鮮食品の特定保健用食品などの特別用途食品の許可
取得に向けて、食品としてそれを希望する消費者の理解を深め、それに
取り組む農業経営者を支援するため、関係省庁が連携し、特別用途食
品の表示許可の前提となる有効性・安全性が科学的に担保されるよう、
生産段階において、どのように栄養成分に係る製品品質や安定性の確
保を図るかなどについて検討を行い、参考となる考え方や生産方法など
の情報を農業経営者などに広く周知する。

措置済 ◎
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b 生鮮食品の特定保健用食品などの特別用途食品の許可取得に向けた
取組支援強化
厚生労働省と農林水産省が連携して、生鮮食品の特性に応じた許可
申請内容及び手続のほか、許可取得の促進に向けた具体的な方法を検
討する。
　併せて、検討状況を公表する。

措置 ◎ （消費者庁）
消費者庁が「特定保健用食品の許可審査手続きに関する
説明資料」を作成し、平成22年３月に消費者庁ＨＰに公表。
（作成にあたっては、農林水産省と連携）

⑥ 特別用途食品の表示制度
の見直し

厚生労働省 健康増進法第26条に基づく特別用途食品とは、乳幼児、病者等の発
育、健康の維持・回復等に適するという特別の用途を表示して販売され
る食品であり、厚生労働大臣の許可が必要であり、医師等の指導の下に
使用することが適当である旨の注意表示等が義務付けられる。
これにより、例えば機能性米について「低タンパク質米」等の表示を行う
場合には、特別用途食品と混同される恐れがあることから、許可なく表示
することは適切ではないという指導がされている。
しかしながら、吟醸酒等付加価値の高い清酒の製造に当たっては、米
の外側部分のタンパク質をわざわざ削り取っていることからも、清酒原料
用として「低タンパク質米」への需要喚起が期待できる。このように、病者
の食事療法といった特別の用途以外にも、一般的な食品として食され
る、又は加工用途に用いられるということも十分に考えられるため、必ず
しも全ての食品が表示方法によって特別用途食品と混同されるとは限ら
ない。
ただし、病者等が特別用途食品であると誤認することによって健康被害
が発生することは防がなければならない。
したがって、特別の用途を表示して販売する食品については、当然許
可は必要であるが、特別用途食品（病者用食品）ではない旨を明記して
販売する食品については、栄養成分量を明示すれば、許可を得ずとも
「低タンパク質（通常の米の○％）」などといった表示が可能となるよう、既
存の表示制度の運用の見直しを検討する。

措置済 ◎

⑦ 米の品種等の表示制度の
見直し

農林水産省 米の品種等の表示については、現在、産地品種銘柄かどうかによら
ず、ＤＮＡ鑑定等の農産物検査以外の根拠をもって表示することを可能
とするかどうかを含めた「玄米及び精米品質表示基準」の見直しについ
て、「食品の表示に関する共同会議」において検討されているが、単に農
産物検査以外の根拠をもって品種表示が可能か否かだけの検討ではな
く、将来的な広域農業経営や高付加価値商品開発によるブランド化を見
据え、魅力ある商品開発を可能とする観点からも検討を行い、結論を得
る。

措置済 ◎

⑧ ＤＮＡ鑑定による証明手法
の活用

農林水産省 現在、米の品種、産地、産年の表示については、農産物検査法に基づ
き、品位等の検査を受け、その証明を受けた場合にのみ可能となってい
る。
米の品種等の表示に関しては、ＤＮＡ鑑定の有効性が指摘されて久し
い。ＤＮＡ鑑定を用いれば品種の確定、品種混入の定量的把握が、科学
的に可能となる。産地の確定、産年の確定については、ＤＮＡ鑑定では
識別は困難であるが、ＤＮＡ鑑定機関が現地に出向くことで確認が可能
となると考える。
他方、現在のＤＮＡ鑑定を、検査制度の品種の確定手段に用いるため
には、サンプリング手法等について精度を検証し、公的機関が基準を示
す必要があるとの指摘がある。
したがって、検査制度においてＤＮＡ鑑定による証明が可能となるよう
検討・検証を行い、その検討状況について公表する。

措置 ◎ （農林水産省）
米の農産物検査において登録検査機関がＤＮＡ鑑定を用
いて品種証明することは、現行においても可能であり、平成
21年５月29日制定の農産物検査基本要領により、農産物検
査を行なったものについて、ＤＮＡ鑑定を用いた異品種混入
の判定による銘柄証明の取扱いを明らかにしたところであ
る。
なお、ＤＮＡ鑑定による品種証明は、米の表示偽装等の検
証としては有効であるものの、農産物検査法における検査
は、大量かつ一時期に流通する米を流通させようとする際に
速やかに判定・証明することが求められていることや経費等
の面があることから、現在これを用いて証明している登録検
査機関はいない。
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⑨ 米の残留農薬及び重金属
含有分析結果の表示

農林水産省 現在、米の残留農薬及び重金属含有分析結果を表示することには、特
段の規制はなく可能であるが、これらが生産現場に周知されておらず、ま
た、何を基準値として、どのように表示をすべきか等についての事例など
がないことから、表示をしようとする生産者サイドにおいて混乱が生じて
おり、表示について相談を受けた都道府県においても明確な回答を避け
る場合がある。
したがって、米の残留農薬及び重金属含有分析結果の表示について
は、特段の規制がないことを周知するとともに、表示に際して参考となる
表示方法の具体例などの情報を農業経営者に周知する。

◎ （消費者庁）
消費者庁から関係団体に対して、当該措置事項について
周知する旨の通知を発出（「米の残留農薬及び重金属分析
結果の表示について（周知）」（平成22年10月25日付））。

⑩ 民間企業の育成品種の普
及促進

農林水産省 奨励品種制度については、民間企業が育成した品種について、優良
なものは積極的に奨励品種に採用するよう都道府県に対して指導がなさ
れているが、いまだ公的機関による育成品種が奨励品種の大半を占め
ていることから、国際競争力のある品種開発を促進するためにも、単に参
入機会を与えるだけでなく、実質的に参入が可能となるよう促していく必
要がある。
したがって、都道府県に対して民間企業の創意工夫をより発揮させる
観点から、民間企業の育成品種が奨励品種として積極的に採用されるよ
う、改めて効果のある措置を講じる。

措置済 ◎

⑪ 民間企業の行う品種開発
に関する支援の推進

農林水産省 マーケットニーズを反映した品種開発を推進するとともに、民間企業の
品種開発能力の向上を図るためには、公的機関の持つ品種開発能力
を、効果的に民間企業の品種開発への取組につなげていくことも重要で
ある。
したがって、品種開発を行う、または、品種開発に意欲のある民間企業
が参入しやすくなるよう、一層の情報提供に努め、活用の促進を図るなど
支援を推進する。

措置済 ◎

⑫ 公的機関の保有する育成
者権の民間活用の促進

農林水産省 独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構等、公的育種機関に
より育成された品種においては、品種登録後民間に活用されていない品
種が一定数存在しているが、その多くは、民間の創意工夫を活用すれ
ば、普及可能性を高められるとも考えられる。
したがって、公的機関においては、単なる権利の保有に止まらず、積極
的な利用許諾を通じて活用を図るとともに、一定数存在する未活用品種
の有効活用の促進、普及可能性の向上に向け、より積極的な情報提供
を進め、民間との連携を深める方策を検討・周知し、育成者権の一層の
活用を促す。

措置 ◎ （農林水産省）
育成者権のより一層の活用を促すため、公的研究機関を
含む全育成者権者に対し、育成者権の利用許諾の可能性
や条件等についてアンケート調査を実施し、その結果を21
年３月から農林水産知的財産ネットワークのホームページで
公開した。
また、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機構に
おいては、２２年３月からホームページを通じ未活用登録品
種の主要特性等の情報提供を開始した。

⑬ 生産調整カウントとなる加
工用米の取扱いの適正化

農林水産省 農業現場においては、生産調整カウントとして認められる加工用米に
ついて、加工用米の出荷先は既存の集荷団体に限定される、また、農業
経営者自らが加工用米の販売先を開拓した販売契約については、生産
調整カウントとして認められないといった誤解が生じており、生産調整方
針の運用に関する要領において定められた運用と異なる運用がなされて
いるとの指摘がある。
したがって、農業経営者の創意工夫を活かした経営発展を促進するた
めにも、農業現場において、このような誤解が生じないよう、また、適切な
運用がなされるよう、改めて周知徹底する。
【「平成19年産以降における米の需給調整システムの適切な実施のための取組強化につ
いて」（平成19年５月22日付け19総食第178号総合食料局長通知）】

措置済 ◎

平成21年中措置
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⑭ 地域水田農業推進協議会
における運営改善、決定過
程の透明性の確保

農林水産省 地域水田農業推進協議会については、当該地域の全ての認定方針作
成者が実効ある形で参画し、客観的・透明性のある公正な議論が行われ
ることが求められているが、地域においては、一部の認定方針作成者に
開催日時が通知されない、一部の認定方針作成者の出席が認められな
い、また、幹事会や協議会の一部の構成員によって配分ルールなどが決
定されるとの運用がなされているとの指摘がある。
したがって、協議会が本来の目的に沿った役割を果たし、そこでの議論
が客観的でありかつ透明性のあるものにするためにも、協議会の運営が
適切になされるとともに、協議会でなされた議論について、幹事会も含め
て議事録の作成・公開がなされるよう、必要な措置を講ずる。
【「平成19年産以降における米の需給調整システムの適切な実施のための取組強化につ
いて」（平成19年５月22日付け19総食第178号総合食料局長通知）】

措置済 ◎

⑮ 需給調整システムの改善 農林水産省 a 地域協議会の運用を改善すべく、地域の実情に応じて客観的な判断
ができる生産調整方針作成者以外の学識経験者を構成員に迎えるな
ど、より客観的な議論が行われるようにする。
【「水田農業構造改革対策実施要綱」の一部改正（平成20年3月28日付け19生産第9596
号農林水産事務次官依命通知）】

措置済 ◎

b 生産調整方針作成者間の調整を希望する者が多いにもかかわらず、こ
れまでの調整の実績が乏しい地域については、方針作成者相互の合意
を基本に方針作成者間の調整を進める方法について検討し、一定の結
論を得る。

措置済 ◎

⑯ 「水田フル活用」が可能とな
る需給調整システムの構築

農林水産省 市場メカニズムを導入し、生産者主体の需給調整がなされるよう、①政
策目標に対する需給調整システムの有効性の検証、②売れる米づくりを
実現するための調整手段の検証を行う。
これらを踏まえ、「いわゆる減反」を意識した考え方を払拭し、「水田フ
ル活用」が可能となる需給調整システムを構築するよう取り組む。

◎ （農林水産省）
平成22年産米については、これまでの需給調整のように強
制感を持って農家の参加を求めるものではなく、生産数量目
標に即した生産を行う者に対し、その所得を補償するという
強力なメリットを付与することにより、農家の自主的な選択に
よって需給調整の参加を促す戸別所得補償モデル対策を
導入。

⑰ 意欲ある農業経営者の支
援に向けた区画整理、基盤
整備事業の推進

農林水産省 能力と意欲のある農業経営者が、規模拡大や利用集積などの区画整
理、基盤整備を希望し、該当農地の周辺関係者の同意が得られる場合
には、意欲ある農業経営者と該当農地の周辺関係者が所有する農地等
に区域を限定した区画整理、基盤整備事業の実施を推進する。
具体的には、農山漁村活性化プロジェクト支援交付金による支援が受
けられることとなっており、意欲のある農業経営者とそれに同意する生産
者がこうした仕組みを利用して事業が実施できるよう、積極的に広く周知
し、その推進を図る。

措置済 ◎

⑱ 普及事業の見直し 農林水産省 a 普及指導員が取得・収集する情報の中には、企業秘密あるいは知的財
産としての保護が必要な情報が含まれている場合があり、この扱いを間
違えば、情報を提供した農業経営者の経営に大きな支障を与える可能
性もある。
普及指導員には公務員であることから守秘義務が課せられており、従
来から他に提供する場合には情報を提供した農業経営者に了解を得る
などの対応を行っているとしているが、他方で、外部に提供して欲しくな
い情報を許可なく他に提供されたという指摘があるのも事実である。
したがって、例えば、国が、普及指導員による適切な情報の収集・利
用・提供の在り方についての指針を示すなど、必要な措置を講ずる。

措置済 ◎

平成21年中措置
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事項名
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b 経営規模の拡大や業務拡大の計画に関する指導については、拡大に
伴い多額の資金調達などを要し、その成否によっては、経営の継続自体
が困難となるようなリスクを含んだ内容のものもあるが、そのような重要な
経営指導を普及指導員が行った場合、指導対象となる農業営者にその
経営リスクについての十分な認識がなされていない場合もあると考えられ
る。また、農業現場においては、普及指導員の言葉を重く受け止める農
業経営者も多く、普及指導員からの情報提供やコメントを、農業経営者
の側において、経営計画そのものの公的承認と誤解する可能性も否めな
い。
したがって、普及指導員が経営の継続自体が困難となるようなリスクを
伴う経営指導を行う場合は、併せて当該リスクについての注意喚起を適
確に行うなど、その説明責任を十分に果たすよう、必要な措置を講ずる。

措置済 ◎

c 今後の普及事業については、現在、農業経営者が普及指導員に求め
る役割を踏まえた上で、農業経営者からの指導ニーズが高い技術分野
に特化したスペシャリスト化を図るなど、普及指導員が大幅に減少する中
で継続可能な普及事業の方向性を検討し、結論を得る。

検討 結論 ◎ （農林水産省）
各都道府県の普及指導員、普及事業担当主務課や農業
者、消費者、研究機関、民間専門家等多様な関係者との会
議を開催し、普及事業の方向性について検討した。
これらの議論を踏まえ、協同農業普及事業の運営に関する
指針（運営指針）及びガイドラインにおいて、普及指導員の
役割を明確化するとともに、指導ニーズの高いマーケティン
グに関する資質向上の必要性等について記載することとした
（なお、平成22年４月９日に当該運営指針及びガイドラインを
策定）。

d 次に掲げる論点を検討し、結論を得る。
a) 技術情報などの収集・提供の在り方
b)普及指導員のマーケティング等に関する支援を含む経営指導と農業
経営者の経営判断に関する責任の所在、その範囲
c)効率的な普及指導の在り方
d)普及指導員の活動に対する外部評価の導入
e)普及指導員のアドバイザー機能の発揮に向けた運営体制の在り方

措置 ◎ （農林水産省）
各都道府県の普及指導員、普及事業担当主務課や農業
者、消費者、研究機関、民間専門家等多様な関係者との会
議を開催し、普及事業の方向性について検討した。
これらの議論を踏まえ、協同農業普及事業の運営に関する
指針（運営指針）及びガイドラインにおいて、
①地域の特性に応じた技術の組立・実証等を行う調査研究
の積極的な実施とその成果を活用した情報提供の実施
②民間専門家等との連携及び農業経営者に対する技術導
入リスクの説明
③普及指導活動の重点化及び地域の関係機関との連携確
保
④普及指導活動成果等の客観的な評価の実施
⑤普及指導活動の技術及び方法を総括し、総合的な企画
調整、普及指導員の資質向上等を担う者や組織の明確化
について記載することとした （なお、平成22年4月9日に当
該運営指針及びガイドラインを策定）。

(ｴ)　その他

19年度 20年度 21年度

① 食料自給率について 農林水産省 a 　昨今、食料自給率の低下を理由に、国民の不安感が高まっているが、
食料自給率に関する正しい情報が国民に伝わっているとは言い切れ
ず、あたかも食料自給率の低さのみが我が国の農業の問題であり、その
解消は国内生産量及び国内消費の増加によってしか解消できないかの
ような誤解が生じている。
　したがって、国民の食料自給率への関心が高まっている状況にあるか
らこそ、国民に対して、食料自給率に関する誤解を解き、正しい理解を促
すべく、必要な措置を講じる。

◎ （農林水産省）
　食料自給率の向上に向けた国民運動「フード・アクション・
ニッポン」における取組の中で、食料自給率に関する正しい
理解の促進を行ったところ。また、新たな食料・農業・農村基
本計画策定（平成22年３月30日閣議決定）に際し、有識者等
による公開の議論や広く国民から募集した意見を踏まえた検
討を行うとともに、全国各地で政務三役等による公開討論会
（計９回）を行い、食料自給率の考え方・目標等に関する国
民的な議論を行い、正しい理解の促進に努めたところ。

講ぜられた措置の概要等
事項名 関係府省 措置内容

実施予定時期

平成21年中措置

規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容
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実施予定時期
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b 　我が国の農業の重要課題である経営感覚に優れた担い手による需要
に即した生産の促進、食品産業と農業の連携強化、効率的な農地利用
の促進などが実現され、我が国の農業が国際競争力を確保されるような
形で、食料自給率が向上することが重要であり、このような観点に立って
自給率向上に向けた施策を整理し、公表する。

措置 ◎ （農林水産省）
　新たな食料・農業・農村基本計画（平成22年３月30日閣議
決定）において、食料自給率の目標をカロリーベースで
50％、生産額ベースで70％と設定し、戸別所得補償制度の
導入、品質・安全安心といった消費者ニーズに適った生産
体制の構築、６次産業化による活力ある農山漁村の再生を
基本とした政策体系への転換を打ち出すとともに、自給率目
標達成のために生産・流通・消費の各面において克服すべ
き課題を整理し、公表したところ。

c 　食料の安定供給を確保する観点から、備蓄や緊急時に食用に代用可
能な生産物も勘案した上で「食料自給力」や「食料供給力」の確保に向
けた施策を構築する。

措置 ◎ （農林水産省）
　国民に対する食料の安定的な供給については、国内の農
業生産の増大を図ることを基本とし、これと輸入及び備蓄と
を適切に組み合わせることにより確保することが重要である。
　他方、フードチェーンの各段階に存在する食料の安定供
給についての不安要因に対応するため、平素から食料の供
給面、需要面、食料の物理的な入手可能性を考慮するアク
セス面等を考慮する総合的な食料安全保障の確立を新たに
基本計画に位置付け、食料の安定供給の確保を図ることとし
たところ。
　なお、我が国における穀物等の国家備蓄については、主
食である米と、供給の多くを輸入に依存している小麦、大豆
及び飼料穀物について、これまでの需給ひっ迫の事例等を
勘案して、必要な数量を設定し備蓄を実施。
　また、緊急時には、家畜の飼料用に作付けられている飼料
用米を食用に供給することについて、食料・農業・農村基本
計画に位置づけ、食料の安定供給に資することとしている。

② 農林水産消費安全技術セ
ンターの民間開放の推進
〈官業イ⑫の再掲〉

農林水産省 a 農薬の登録については、安全性の担保等を理由に国が果たすべき役
割として様々な検査を行っているが、他方で農薬の登録に要する期間が
長期に及ぶことから、農業生産の効率化に向けその期間短縮、簡素化が
求められているところである。
このため、農林水産消費安全技術センターにおいて数値目標を設定
すること等により検査の効率化に努めるとともに、関係行政機関と連携し
て農薬の登録に要する期間の短縮に取り組む。

措置済 ◎

b 現在、薬効・薬害試験等農薬の登録申請に用いられる各種試験成績
の一部には、都道府県の農業試験場等の公的機関において試験したも
のの提出を求めているが、期間短縮を図る観点から、信頼性を確保でき
る民間機関による試験を認めるなど民間開放を推進する。
【「農薬の登録申請に係る試験成績について」（平成12年12月24日付け12農産第8147号
農林水産省農産園芸局長通知）の一部改正等】

措置済 ◎
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事項名
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措置内容関係府省

c 農薬の適用病害虫の適用拡大については、いまだ適用拡大について
改良の余地があるため、更なる適用拡大を認める。
【「「農薬の登録申請に係る試験成績について」の運用について」（13生産第3986号農林
水産省生産局生産資材課長通知）の一部改正】

措置済 ◎

d 普通肥料の銘柄登録については、安全性の担保等を理由に国が果た
すべき役割として検査を行っている。
これまでも、業務の効率化による審査期間の短縮、業務のアウトソーシ
ングの推進等の取組を行ってきているところであるが、普通肥料の生産
業者の一層の負担軽減を図る観点から、原材料や生産工程・これまでの
科学的知見を踏まえ、普通肥料のうち可能なものは更新期間を６年間に
延長する。
【「肥料取締法施行規則第7条の6第5号の規定に基づき農林水産大臣の指定する化成肥
料等を指定する件（平成13年農林水産省告示第643号）等の一部改正】

措置済 ◎

③ 種苗管理センターの民間開
放の推進
〈官業イ⑬の再掲〉

農林水産省 a 再試験が必要とされる理由を明確に申請者に説明するとともに、申請
者においてその説明に疑問があれば、意見交換を行うなどの透明性の
高い対応の仕組みを確立する。
【「登録出願品種審査要領」（平成10年12月24日付け10農産第9422号農林水産省農産園
芸局長通知）の一部改正】

措置済 ◎

b 　栽培試験のみならず、更なる品種登録業務の民間開放を推進する。 措置済 ◎

c 種苗管理センターの中期計画において、原原種生産の部分的な民間
移行を検討しているが、日本の農産物の競争力を高めるためにも、民間
企業において生産意欲のある原原種については、安定供給の確保を図
りつつ、民間移行を確実にかつ早期に行う。
なお、その結果、同センターが引き続き生産を行う原原種についても、
生産意欲のある民間企業が現れ、安定供給の確保が図られる場合は、
その企業への原原種生産の移行を行う。

措置済 ◎

④ 独立行政法人農業・食品産
業技術総合研究機構にお
ける民間開放の推進
〈官業ウ⑤の再掲〉

農林水産省 農産物の品種開発は、独立行政法人農業・食品産業技術総合研究機
構や都道府　県の他、民間企業でも行われているところであり、民間企業
の創意工夫をより発揮させる観点から、産学官連携などにより民間との連
携を深めてきたところであるが、この連携や情報提供を一層進めることに
より、独立行政法人の行う品種開発に関する業務の重点化も可能となる
ものと考えられる。
したがって、現在、農業・食品産業技術総合研究機構が行う品種開発
に関する業務（業務の一部を含む）について、さらなる民間委託や民間
開放の可能性を検討し、結論を得る。

措置済 ◎

⑤ 野菜価格安定対策事業に
おける農業経営者の育成

農林水産省 野菜については、米等の他の農産物と比較しても、気象条件の影響を
受けて作柄が大幅に変動しやすい上に、保存性も乏しいことから価格が
大きく変動するという供給特性を有している。このため、野菜価格安定対
策事業においては、価格の下落が続くと作付意欲が低下し、次の作付で
面積が減少して供給量が過少となり、逆に価格が高騰し、消費者への野
菜の安定供給に甚大な影響を及ぼすということから、野菜の市場価格が
過去の平均市場価格に基づいて算定された一定水準以下に低落した場
合に、その価格低落分の一部が生産者に交付されている。
しかしながら、野菜を扱う経営に携わる以上、天候や需給動向に価格
が大きな影響を受けることは回避できないことから、こうした需給動向等に
的確に対応しうるような経営者を育成していくことが重要である。
したがって、野菜の価格安定対策事業については、経営者自身の経営
体質の強化を促す観点から、需給・価格等に関する的確な情報提供を
行うほか、必要な措置について検討する。

◎措置済
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⑥ 砂糖、でん粉に関する価格
調整事業の見直し
〈官業オ④ｂの再掲〉

農林水産省 砂糖、でん粉については、内外価格差が存在すること等を理由に一定
の補助が講じられているが、そうである以上、本来は、内外価格差にどの
ように対応した経営を行うか、そのための取組を行っているかに着目して
補助を行うべきである。
砂糖、でん粉に関する価格調整事業については、現在もコスト削減に
向けてインセンティブが働くような仕組みが講じられているものの、自助
努力のみでは埋めがたい内外価格差がある中で、基本的に国民なかん
ずく消費者の負担に大きく依拠した制度であることは否定できない。
したがって、砂糖、でん粉に関する価格調整事業についても、経営者
自身によるコスト削減意欲の向上や経営体質の強化が促進されるよう、
効率的・安定的な生産計画等の策定及びその推進を図るようにするとと
もに、制度の仕組みやその運営状況について徹底した情報の提供・公
開を進めることにより、コスト削減に向けたインセンティブが働くようにす
る。

◎

⑦ 独立行政法人農畜産業振
興機構における学校給食
用牛乳供給事業の見直し
について
〈官業オ④ｃの再掲〉

農林水産省 独立行政法人農畜産業振興機構における学校給食用牛乳供給事業
については、「規制改革推進のための３か年計画（改定）」において、平
成20年中措置とされた。
農林水産省は、平成20年10月に独立行政法人農畜産業振興機構に
学識経験者等からなる検討委員会を新たに設置し、学校給食のみなら
ず家庭での飲用習慣が牛乳の飲用習慣の定着に与える影響について
調査手法の検討を行う委員会を設置し、学校給食用牛乳供給事業に反
映させる体制を整備するとともに、平成20年６月に全国段階の事業実施
主体である社団法人日本酪農乳業協会に「学乳事業推進ワーキング
チーム」を設置し、事業成果の評価を実施する体制を整備し、平成20年
度中に評価指標を設定することとしている。
したがって、平成21年度から、平成20年度中に設定した評価指標に基
づく評価を反映した事業を確実に実施する。

措置済 ◎

⑧ 畜産経営生産性向上支援
リース事業について

農林水産省 畜産経営生産性向上支援リース事業においては、畜産農家自らが機
械とその販売業者の選定を可能とした上で、リース料を最小化するととも
に、限られた予算を効果的に活用する仕組みとしており、かつ、事業実
施主体については公募により選定されている。
しかしながら、事業実施主体が直接の貸付者となっているため、畜産農
家が自由にリース会社を選定できないとの指摘がある。
したがって、畜産農家がリース会社を選定する自由を確保できるような
仕組みを検討し、結論を得る。

◎ （農林水産省）
今回の規制改革会議の指摘を踏まえ、平成21年度１次補
正予算において措置された畜産自給力強化緊急支援事業
（予算額150億円）において、公募で選定した①ホクレン農業
協同組合連合会、②全国農業協同組合連合会、③全国酪
農業協同組合連合会、④全国畜産農業協同組合連合会、
⑤全国開拓農業協同組合連合会、⑥全国鶏卵販売農業協
同組合連合会、⑦全国肉牛事業協同組合、⑧一般社団法
人全日本畜産振興事業中央会を事業実施主体とし、さらに
これらの事業実施主体が公募により選定した14社の民間リー
ス会社から、畜産農家がリース会社を選定する自由を確保で
きるような仕組みで事業を実施したところである。
なお、畜産経営生産性向上支援リース事業については、
平成20～22年度までの３年間の事業として、実施してきたと
ころである(事業終了）。

⑨ 乳価交渉に係る情報の
オープン化

農林水産省 a 交渉過程・結果のオープン化
年度の乳価交渉においては、用途に応じた区分ごとの生乳の価格、販
売見込数量等に加え、交渉過程及び内容に関する情報についても、確
実に生産者に開示する。

措置 ◎ （農林水産省）
「「指定生乳生産者団体の受託規程について」の一部改正
について」（平成21年７月31日付け21生畜第877号農林水産
省生産局長通知）において、模範受託規程例に「生産者に
対して用途に応じた区分ごとの生乳受託販売に係る生乳の
価格、販売見込数量等生乳取引契約の概要を開示する」こ
とを規定した条文を盛り込み通知するとともに、ブロック毎に
会議を開催し周知を図った。

措置済

平成21年中措置



19年度 20年度 21年度
講ぜられた措置の概要等

規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

事項名
実施予定時期

措置内容関係府省

b 成分検査結果のオープン化
第三者検査機関を設置したり、現在検討されている認証制度を導入す
るなど、指定団体と乳業メーカーの双方がその結果を信頼して利用する
ような体制を確立するよう改める。

措置 ◎ （農林水産省）
21年度に研修会の開催や成分検査マニュアルの作成・配
布を行い検査施設の技術の平準化を図るとともに、21年10
月から第３者機関による生乳検査精度認証制度を開始し、よ
り精度の高い検査を行うための体制を確立した。

c 生産者に対する乳脂肪率ごとの価格表の提示
生産者に分かりやすいよう、乳脂肪率ごとの価格表を作成し、確実に提
示する。

措置 ◎ （農林水産省）
「「指定生乳生産者団体の受託規程について」の一部改正
について」（平成21年７月31日付け21生畜第877号農林水産
省生産局長通知）により、脂肪率など品質規格の項目並び
に当該項目ごとの格差及び格差金を契約書に明記するよう
通知するとともに、ブロック毎に会議を開催し周知を図った。

⑩ 県酪連経営の透明化・健全
化

農林水産省 a 賦課金により実施される事業内容の情報開示
賦課金の徴収を決定する総会時までに当該賦課金によりどのような事
業を実施するのか可能な限り明らかにするなど、情報の開示を図る。

◎

b 預り金の取扱いの見直し
本人の合意を伴わない預り金については、強制徴収がなされないよう
な措置を講じる。
また、目的に応じて適正な計上科目・区分により会計処理がなされるよ
う、県酪連の会計処理の適正化を図る。

◎

⑪ 酪農事業施設の設置承認 農林水産省 酪農及び肉用牛生産の振興に関する法律第10条第２項第３号につい
ては、加工原料乳生産者補給金等暫定措置法の一部改正による新制度
への移行（平成13年４月）に伴う、生乳流通の広域化の進展等の状況変
化を踏まえ、酪農事業施設の設置承認を含めた制度の見直しを行う際
に、見直しを行う。

－ （農林水産省）
生乳流通の広域化の進展等の状況変化を踏まえ、酪農事
業施設の設置承認を含めた制度の見直しを行う際には、併
せて見直しを行う。

⑫ 国産ビール大麦の品質規
格の見直し

農林水産省 国産ビール大麦の検査規格の見直しについては、関係者（生産者団
体、実需者団体）の意向を聴取の上、データの整理を行い、関係者の技
術レベルで同意が得られる項目について、順次、農産物検査法に基づく
規格検討会を開催し、見直しを実施する。
【「農産物規格規程の一部を改正する件」（平成20年4月30日付け農林水産省告示第657
号）】

措置済 ◎

⑬ 特定肥飼料等への炭の追
加

農林水産省
環境省

食品循環資源の再生利用に係る製品として「炭化の過程を経て製造さ
れる燃料及び還元剤」を追加するため、所要の措置を講じる。
【「食品循環資源の再生利用等の促進に関する法律施行令の一部を改正する政令（平成
19年政令第335号）」】

措置済 ◎

（農林水産省）
　「「指定生乳生産者団体の受託規程について」の一部改正
について」（平成21年７月31日付け21生畜第877号農林水産
省生産局長通知）により、生乳受託契約の締結に際しては、
事前に、委託者に対して、徴収を行う各経費等の目的等に
ついて、例えば、委託者が理解しやすい資料等を用いるな
ど可能な限り具体的な説明により周知を図るよう通知するとと
もに、ブロック毎に会議を開催し周知を図った。
　また、同通知により、委託者から徴収する経費等について、
目的に応じて適正な科目・区分による会計処理を行うよう通
知するとともに、ブロック毎に会議を開催し周知を図った。

平成21年中措置

平成21年中措置

生乳流通の広域化の進展等の
状況変化を踏まえ、酪農事業施
設の設置承認を含めた制度の
見直しを行う際には、併せて見
直し



19年度 20年度 21年度
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規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

事項名
実施予定時期

措置内容関係府省

⑭ 玄米及び精米品質表示要
件の緩和

農林水産省 「食品の表示に関する共同会議」において、米の品種等の表示に係る農
産物検査以外の証明法の適用について検討を行っていたところ、農産
物検査法に基づく農産物検査規格について、産地品種銘柄の指定を弾
力化する方向で制度が見直されることとなった。これを受けて、平成21年
産からの新制度導入に向け要領改正を行う。
【「国内産農産物銘柄設定等申請要領」（平成16年3月12日付け15総食第719号総合食料
局長通知）の一部改正】

措置済 ◎

⑮ 増殖した土着天敵の利用
要件の緩和

農林水産省
環境省

現行では、使用・配布を認めていない増殖した土着天敵について、そ
の増殖方法や配布・使用計画などを調査し、土着天敵が当該都道府県
外で配付・使用されないことが確認されれば、増殖した土着天敵の配布・
使用を認める。
【「特定農薬（特定防除資材）として指定された天敵の増殖利用に関する留意事項につい
て（平成21年3月2日付け環水大土発第090302001号、20消安第11885号通知）」】

措置済 ◎

⑯ 熔成汚泥灰複合肥料（下水
汚泥リサイクル肥料）に係
る公定規格の緩和

農林水産省 現行では、化成肥料の原料として利用できない熔成汚泥灰複合肥料
について、その製造方法や含有する有害物質の検証を行い、化成肥料
に関する安全性が確認されれば、化成肥料の原料として熔成汚泥灰複
合肥料の利用を認める。

措置 ◎ （農林水産省）
当該肥料は、化成肥料の原料として使用した際に、その安
全性に関して食品安全委員会への諮問が必要である。申請
者より必要なデータが提出され、肥料として問題がないこと
が分かったので利用を認めることとした。今後食品安全委員
会に意見を求める予定。

イ　林業
(ｱ)　森林管理

19年度 20年度 21年度

① 森林資源のモニタリング 農林水産省 a 森林資源の状況については、国民はもとより林業に携わる市町村や林
業経営者等に公表する必要があり、地域の森林計画等に活用されるべき
ものであることから、今後は、我が国の森林状況の変化を国民が分かりや
すく理解し把握できるよう、モントリオール・プロセスの基準・指標毎に、モ
ニタリング調査結果、調査結果の比較データなどを公表する。

措置 ◎ （農林水産省）
モニタリング調査結果については、平成20年12月より平成
21年６月までの間に開催した、「森林における生物多様性保
全の推進方策検討会」の資料として、モントリオールプロセス
の基準・指標毎に森林資源モニタリング調査の結果概要を
公表した。
また、平成19年度より、森林資源モニタリング調査により集
められたデータの時系列的な解析を進めるため、「森林資源
調査データによる動態変化解析事業」を実施し、同事業にお
ける報告書において、成長量や蓄積量に関する基礎的な
データを公表した。
さらに、広く一般の方々を含め調査結果にアクセスしやす
くするため、林野庁ホームページにおいて、これらの森林資
源モニタリング調査結果に関するページを開設する予定で
ある。

b 森林資源モニタリング調査について、専門的な立場から支援を受けら
れる体制づくりに努めることを含め、林野庁は既に通知をしている。
したがって、都道府県等の本調査実施主体に対し、調査の意義を含め
当該通知内容の周知を徹底する。
併せて、調査が適切に実施されているかを検証する等、調査のより適
正な実施に努める。

措置 ◎ （農林水産省）
森林資源モニタリング調査の意義を周知するとともに、精度
向上を図る観点から平成21年７月に新たな調査実施要領を
制定し都道府県等へ通知した。
また、平成20年度から調査精度の更なる向上を図るため、
独立した調査チームの再測による検証調査（コントロール調
査）を実施した。

講ぜられた措置の概要等
事項名 関係府省 措置内容

実施予定時期
規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容
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規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

事項名
実施予定時期

措置内容関係府省

c 既に平成21年度に予定しているモニタリング調査結果の公表において
は、我が国全体の森林の状態や変化を公表するとともに、成長量や蓄積
などの基礎的なデータについては、地域別にも公表する。

措置 ○ （農林水産省）
　「モニタリング調査結果については、平成20年12月より平成
21年６月までの間に開催した、「森林における生物多様性保
全の推進方策検討会」の資料として、モントリオールプロセス
の基準・指標毎に森林資源モニタリング調査の結果概要を
公表した。
また、平成19年度より、森林資源モニタリング調査により集
められたデータの時系列的な解析を進めるため、「森林資源
調査データによる動態変化解析事業」を実施し、同事業にお
ける報告書において、成長量や蓄積量に関する基礎的な
データを公表した。
さらに、広く一般の方々を含め調査結果にアクセスしやすく
するため、林野庁ホームページにおいて、地域別の情報も
含めこれらの森林資源モニタリング調査結果に関するペー
ジを開設する予定である。」

② 森林資源のモニタリング調
査手法・内容の見直し

農林水産省 今後、森林・林業施策の評価・立案や、データの分析・活用を行ってい
く上で更なる調査が必要と判断された場合にあっては、モニタリング調査
の定点観測プロットの追加や調査内容の収集データ対象を拡充すること
について、検討するなどモニタリング調査の充実強化を図る。

◎

③ 保安林制度におけるモント
リオール・プロセスの基準・
指標の活用

農林水産省 a 保安林制度について、モントリオール・プロセスの基準・指標に係る
データ収集を目的とする森林資源モニタリング調査の結果を踏まえつ
つ、全国的な見地からより効果的な在り方を検討する。

平成21年
度速やか
に検討開
始

○ （農林水産省）
森林資源モニタリング調査を通じて収集したデータをもと
に、水土保全機能の評価・分析を行う手法の検討に着手し
た。

b 　併せて、平成22年中に検討状況の内容を公表する。 平成22年
中措置

－

④ 森林の公益的機能の発揮
に関する知見の収集

農林水産省 森林整備に関する事業評価の前提としても、森林整備が外部経済に対
して発揮している効果について、より適切に評価されるよう、また、森林整
備事業の実施と外部経済効果の発揮の更なる関連付けがなされるよう、
知見の収集に努める。

措置 ◎ （農林水産省）
森林整備が外部経済に対して発揮している効果につい
て、より適切に評価されるよう、また、森林整備事業の実施と
外部経済効果の発揮の更なる関連付けがなされるよう、森林
の有する公益的機能と森林の整備・保全に関する調査を実
施し、調査の中で学識経験者等による検討会を設置する等
知見の収集に努めた。

⑤ 多面的機能の発揮に向け
た制度の適正な運用

農林水産省 a 森林の有する多面的機能の発揮を求め、かつ、持続可能な森林経営
を実現していくためには、施業が適切に行われることが必要であることか
ら、保安林制度はもとより、森林法制度に基づく制度のより一層の的確な
運用を図る。

措置済 ◎

b 我が国の森林においては、近年、必要な間伐などの施業が行われな
かったり、皆伐後に植林が行われないなど、必要な整備・保全が行われ
ていない森林が一部に見られる状況にある。
一方、我が国森林法（昭和26年法律第249号）においては、森林の保
続培養を図り、森林の有する公益的機能の発揮を図ること等を目的とし
て、森林計画や保安林などの制度が整備されている。
しかしながら、市町村長による施業の勧告などはこれまでほとんどなさ
れておらず、制度の活用が十分に行われているとは言い難い状況も見
受けられる。
したがって、森林法に基づく森林計画制度のより一層の適確な運用を
図る。

措置 ◎ （農林水産省）
森林法に基づく制度のより一層の的確な運用を図るため、
平成21年９月及び10月に開催した都道府県森林計画担当
者を対象とした会議において、伐採及び伐採後の届出制度
の的確な運用等森林計画制度について、周知徹底を図ると
ともに、市町村担当者への周知を要請した。
また、平成21年12月に策定された「森林・林業再生プラン」
に基づき、より実効性のある制度となるよう森林計画制度の
見直しの検討を行っているところである。

措置済
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c 現在の森林の区分の趣旨や目的について、林業事業者や森林所有
者、地域住民等に改めて広く周知する。

措置 ◎ （農林水産省）
平成21年５月から７月にかけて行われた「森林所有者等を
対象とする横断的な政策説明・意見交換会」において、森林
の区分の趣旨や目的について、林業事業者や森林所有者、
地域住民等に改めて広く周知した。
また、平成21年12月に策定された「森林・林業再生プラン」
に基づき、森林の区分のあり方について検討を行っていると
ころである。

⑥ 森林整備・保全の適正化・
効率化

農林水産省 a 我が国の森林が成熟期を迎え、所有者に代わって森林管理及び整備・
保全を代替する林業事業体の役割が更に重要となることから、技術士及
び林業技士を活用する環境を整備する。

○ （農林水産省）
平成21年12月に「森林・林業再生プラン」を定め、森林・林
業に係る人材の育成や活用方法等について検討していると
ころ。

b ドイツやフィンランドなど海外林業の実態を把握する。
併せて、海外の森林管理のノウハウや森林整備・保全に関する技術の学
習を目的とする研修など、研修制度の充実化を図るための検討を実施
し、一層の充実を図る。

◎ （農林水産省）
森林技術総合研修所で実施する研修について、平成21年
度新たに、海外の森林管理のノウハウや森林整備・保全に
関する技術に関する研修科目を加えた研修を設け、平成21
年７月28～31日に実施した。

c 公共事業の効率的な実施の観点からは、施業を集約化し、高性能林
業機械と路網の組合せによる作業システムの導入を図っていくことが重
要であることから、森林整備事業の実施に当たっては、集約化等が促進
されるよう、団地的間伐の推進や路網の開設を推進していくよう努める。
また、造林関係補助事業における事業執行に当たっては、補助の目的
に合致しないような作業に対して助成がなされることがないよう、補助申
請の審査が引き続き適切になされることを確保する。
さらに、予め定められている助成水準が錯誤なく適用されるよう、森林
所有者等の事業主体に対する補助金の交付に当たって、都道府県が定
める補助要綱の正確な運用がなされることを確保する。

措置 ◎ （農林水産省）
森林整備事業等の実施に当たっては、地球温暖化防止機
能をはじめとする森林の有する公益的機能を高度に発揮す
るため、複数の施業地の取りまとめや作業路網の計画的な
整備、高性能林業機械の導入等により、森林整備や木材利
用を効率的に実施するよう、「多様な森林整備推進のための
集約化の促進について（平成19年３月30日18林整整第1250
号 林野庁長官通知）」を改正し、平成22年４月１日に発出し
た。
また、造林関係補助事業については、適正な事業執行が
行われるよう、平成21年５月21日に都道府県森林整備事業
担当者会議を開催し、森林整備事業(造林関係事業)実行上
の留意事項(事業の適正な実施）について周知した。

(ｲ)　林業経営

19年度 20年度 21年度

① 望ましい林業構造の確立
に向けた森林・林業基本計
画に基づく施策の政策目標
の明確化

農林水産省 現在の森林・林業基本計画に基づく施策について、森林管理・経営の
担い手と木材生産の担い手を明確にし、それらが各々の役割に応じた方
向性を見いだせるよう政策目標を明確化する。

措置済 ◎

② 森林情報（所有者・境界線）
の明確化

農林水産省 a 施業集約に必要な所有者・境界線などの森林情報は、地域によって整
備状況が異なっており、施業集約が実態として困難な地域も多数存在す
る。
したがって、森林情報については、地域の取組を積極的に支援し、早
期に整備する。

◎

b 所有者同士の合意を前提に境界の確認等を行い、森林の概ねの境界
の明確化を図る取組への支援を強化する。

措置 ◎ （農林水産省）
平成21年度の予算措置として「森林境界明確化促進事業」
「森林整備加速化・林業再生事業（～23年度）」により、森林
の境界の明確化を図る取組への支援を実施した。
また、平成21年度から森林整備地域活動支援交付金に森
林境界明確化のメニューを追加した。

平成21年中措置

措置済

講ぜられた措置の概要等
事項名 関係府省 措置内容

実施予定時期

平成21年中措置

規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容



19年度 20年度 21年度
講ぜられた措置の概要等

規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

事項名
実施予定時期

措置内容関係府省

③ 森林情報のデータベース
化・オープン化

農林水産省 a 森林簿の森林情報は、林業事業体等の施業集約に不可欠な情報を含
んでいることから、森林情報を地図情報としてデータベース化する取組を
推進する。
併せて、個人情報の取扱いに十分考慮し、可能な範囲で、施業集約を
目指す者にとって利便性の高い情報について、施業集約を目指す者で
あれば誰でもアクセスが可能となるよう、森林情報をオープン化すること
について検討を進めるとともに、平成20年度中に検討状況の内容を公表
する。

措置済 ◎

b 森林組合その他の林業経営者や林業事業体が、施業集約に向け森林
ＧＩＳの利用を希望する場合は、個人情報の保護に適切な配慮を行った
上で、適正な手続きを経る限り、過度な負担なく、アクセス可能となるよう
積極的に助言する。

措置 ◎ （農林水産省）
都道府県が行う森林GISの構築への支援を実施した。ま
た、集約化を目指す者に対して可能な範囲で広く情報が公
表されるよう、平成21年９月及び10月に開催した都道府県森
林計画担当者を対象とした会議において「森林関連情報の
整備等について」（平成20年３月24日付 19林整計第278号
林野庁計画課長通知）の内容を再度周知し、森林関連情報
の円滑な提供について助言を行った。
また、平成21年12月に策定された「森林・林業再生プラン」
に基づき、施業集約化に向けて必要な森林情報の提供等を
行う仕組みの導入について検討を行っているところである。

c 森林情報の整備と併せて、森林ＧＩＳにおいても所有者や境界などの情
報が整備されるよう、積極的に支援を行う。

措置 ◎ （農林水産省）
平成21年度の予算措置として「森林境界明確化促進事業」
「森林整備加速化・林業再生事業（～23年度）」を実施し、森
林の境界の明確化を図る取組への支援を実施した。
さらに、平成21年度から森林整備地域活動支援交付金に
森林境界明確化のメニューを追加した。
また、これらの取組と併せて、都道府県が行う森林GISの構
築への支援を行った。

d 森林組合のみならず施業集約を目指す林業経営者や林業事業体に
対して、要望に応じて森林簿及び森林基本図が開示されるよう、積極的
に助言を行う。

措置 ◎ （農林水産省）
集約化を目指す者に対して可能な範囲で広く情報が公表
されるよう、平成21年９月及び10月に開催した都道府県森林
計画担当者を対象とした会議において「森林関連情報の整
備等について」（平成20年３月24日付 19林整計第278号林
野庁計画課長通知）の内容を再度周知し、森林関連情報の
円滑な提供について助言を行った。
また、平成21年12月に策定された「森林・林業再生プラン」
に基づき、施業集約化に向けて必要な森林情報の提供等を
行う仕組みの導入について検討を行っているところである。

④ 施業集約の促進 農林水産省 a 施業集約の取組を促進するため、施業集約に向けた議論や調整を行う
組織を、地域の実情に応じて市町村、森林組合、森林組合以外で施業
集約を行っている林業経営者や林業事業体、今後、施業集約を目指す
林業経営者や林業事業体、森林所有者、学識経験者、路網整備の指導
者などの参加を得つつ設立する。
併せて、施業集約の担い手同士で施業集約計画の調整を図る場合、
より効率的な施業集約を実現するためには、公平性を確保した調整がな
されるよう、必要な措置を講ずる。

◎措置済



19年度 20年度 21年度
講ぜられた措置の概要等

規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

事項名
実施予定時期

措置内容関係府省

b 現在、平成21年度概算要求により設置することとしている集約化促進
協議会に関して、次の事項を具体的に公表し、その設置に向けた準備を
行う。
ａ）集約化促進協議会の設置目的及び役割
ｂ）集約化促進協議会の構成員
ｃ）施業集約の調整方針、公平性の確保に向けたルール（施業受委託契
約の長期継続の確保等）
ｄ）集約化実施計画の内容（年度別事業量、路網整備計画・方針等）
ｅ）集約化促進協議会で合意した集約化実施計画の開示ルール
ｆ）集約化実施計画に基づく実施状況のチェック体制の整備

措置 ◎ （農林水産省）
平成21年度予算「施業集約化・供給情報集積事業費」によ
り措置済。
また、集約化促進協議会の設置目的、構成員、役割、協議
会が関与する事業内容等について記載した「施業集約化・
供給情報集積事業 取組みの手引き」を作成し、林野庁ＨＰ
上に掲載して広く一般に公表した。

c 地域協議会において、公平性の確保の下に担い手の施業集約に向け
た議論・調整がなされた結果については、それぞれの担い手の施業集
約計画として合意形成し、情報開示する。
併せて、施業集約計画に基づき施業が適切に行われるよう、担い手が
地域協議会に施業方法などを詳細に提出するとともに、その施業が適切
に実施されたかをチェックする体制を整備する。

◎

d 　集約化促進協議会の設置に関して、都道府県等と連携しつつ、積極的
に設置拡大をする。

措置 ◎ （農林水産省）
  全国７ブロック会議にて周知（平成21年10月～11月）

⑤ 路網整備の促進 農林水産省 a 簡易で耐久性のある作業路網の整備に関する技術の集積等に取り組
み、基本的な留意事項等をとりまとめたマニュアルを作成し、それを周知
する。
併せて、簡易で耐久性のある作業路網作設のための指導者養成研修
やモデル林による現地研修等を体系化させたうえで、指導者養成研修修
了者に対する技能評価を行うなど研修参加者の技術の習得が客観的に
確認されるものとなるよう、早急に充実化を図る。
さらに、公的補助の対象となる路網整備については、上述のマニュアル
に沿った整備に努めることとし、作設後の適切な維持管理体制の整備を
図る。

◎

b 現在、作業路整備の促進のため、森林技術総合研修所において、低コ
スト作業路企画者養成研修、低コスト作業路技術者養成研修、低コスト
作業路技術者養成再研修が行われているが、これらの研修を受けた指
導者やオペレーターにより作設された作業路が損壊しているとの指摘が
一部にあるため、研修受講者による作業路の作設実態調査を行いその
結果を公表する。

措置 ◎ （農林水産省）
丈夫で簡易なみちづくりを目指すことが重要であることに鑑
み、20年11月及び21年12月の２回にわたり、研修受講者の
みならず広く作業路の損壊事例等を把握し、その原因分析
等を行った。この把握状況の概要については、農林水産大
臣を本部長とする森林・林業再生プラン推進本部(平成22年
1月設置)の下に設置された「路網・作業システム検討委員
会」資料として提出し、また、同資料については林野庁ホー
ムページに掲載している。
なお、21年８月の内閣府規制改革推進室による都道府県
の森林・林業に関するアンケート調査において、損壊事例と
森林技術総合研修所の研修との関連等の把握が行われて
おり、結果は21年10月に公表された。
さらに、森林技術総合研修所の低コスト作業路関係研修受
講者が作設に係わった作業路について実態調査を行い、そ
の結果を平成21年３月31日に公表した。

c 経済性、森林管理の両面から、一定の期間繰り返し使用する作業道や
作業路のできる限り簡易で耐久性のある整備を推進していくべきであり、
それに即するよう、路網整備の考え方を確実に周知する。

措置済 ◎

措置済

措置済



19年度 20年度 21年度
講ぜられた措置の概要等

規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

事項名
実施予定時期

措置内容関係府省

d 簡易で耐久性のある作業路網整備の促進に向けて、作設技術のみな
らず地形図読図技術及び路線設計技術を含めた路網の整備に関する
技術の集積を継続的に実施する。

措置 ◎ （農林水産省）
林業事業体の事例をもとに、路線設計等に必要な因子で
ある路網と作業システムの関係についての技術情報につい
て調査し、整理・分析を行った（平成21年度林道・作業道等
の最適な路網配置に関する調査）。
現在も、農林水産大臣を本部長とする森林・林業再生プ

ラ推進本部(平成22年１月設置)の下に設置された「路網・作
業システム検討委員会」において、技術の普及を進める観点
から、技術の集積・普及手法についての議論を行うなど、継
続的な技術の集積にとりくんでいる。

e 簡易で耐久性のある作業路網の整備を推進すると同時に、その損壊を
防止する観点から、路線開設技術の集積を踏まえて「作業路作設の手引
き」の見直し等を行って、広く周知する。

平成22年
度措置

○ （農林水産省）
「路網・作業システム検討委員会」において、１０ｔ積程度の
トラックの走行を予定する「林業専用道」と、主として林業用
機械の走行を予定する「森林作業道」について、それぞれの
規格・構造を指針として示すこととしており、具体的な内容に
ついて検討中である。

f 我が国に比べ、ドイツやオーストリアでは路網の整備が進んでいること
から、こうした取組を研修内容に取り入れるなど、研修内容を見直し、一
層の充実を図る。
併せて、研修指導者においては、指導能力の向上に向けた具体的措置
を講じるための検討を実施し、一層の向上を図る。

平成22年
度措置

○ （農林水産省）
「路網・作業システム検討委員会」において、地形・地質や
地域における技術的蓄積等を踏まえ、国、地方公共団体、
民間事業体等が連携したブロック別ごとの技術の普及・指導
の実施、及びPDCAサイクルの普及定着、事業実行過程で
のチェックリストの活用や事業関係者の共通認識を醸成して
いくためのチェックリストの整備など研修体制の整備を図る方
向で検討中である。
また、丈夫で簡易な路網の作設を加速化するため、平成21
年度第２次補正予算（平成21年12月８日閣議決定）により、
路網作設オペレーターの育成のための研修を実施した。
さらに、初級者を対象とした研修の外、指導者を対象とした
研修、また指導者の育成に当たる中核的な指導者を対象と
した研修も併せて実施している。

g 今後、効率的な路網整備の促進に向けて、林業経営者や林業事業体
が行う施業集約と路網整備が一体として行われるようにするべく、前掲の
地域協議会において、施業集約計画の中に路網整備計画を位置付け、
策定する。
併せて、路網整備計画に基づき路網が適切に整備されているかを
チェックする体制を整備する。

◎

h 森林整備事業において、路網作設は間伐等の施業と一体的に実施さ
れている。
しかしながら、路網整備に対する補助と間伐等の施業に対する補助と
が必ず同時に同一の林分を対象として行われるわけではない。さらに、
路網が作設されていないにもかかわらず間伐に対して補助をなすこと
は、林業の生産性と収益性の向上を図るとともに、森林の多面的機能の
維持増進を図る我が国の方針に照らし、整合性に留意する必要がある。
したがって、今後とも森林整備事業においては、間伐と路網整備が整
合性を持って行われるよう補助を行う。

措置 ◎ （農林水産省）
森林整備に係る補助に関し、効率的施業に必要な路網整
備を加速化するとともに、提案型集約化施業研修の成果も
活用しつつ、集約化施業の普及・定着を図るため、平成21年
10月に都道府県あての通知を発出。また、11月に平成21年
度第１次補正予算で措置された森林整備加速化・林業再生
事業の研修を行うとともに、12月に運用改善に関する通知を
都道府県あて発出した。

措置済



19年度 20年度 21年度
講ぜられた措置の概要等

規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

事項名
実施予定時期

措置内容関係府省

i 森林整備事業として補助がなされた作業道や作業路については、林野
庁による利用状況等の把握を強化し、その把握状況を公表する。

措置 ◎ （農林水産省）
補助により作設された作業道や作業路の実態把握につい
ては、平成21年度までに損壊事例調査等を実施し、概要を
ホームページに掲載した。
なお、措置内容のそもそもの趣旨である「一定の期間繰り
返し使用する作業道や作業路のチェック機能の強化」の観
点について、農林水産大臣を本部長とする森林・林業再生
プラン推進本部(平成22年１月設置)の下に設置された「路
網・作業システム検討委員会」における検討を踏まえ丈夫で
簡易な路網作設のための指針を作成するとともに、事業計
画の立案者、事業者による実行管理及びチェックができるよ
う、仕様書やチェックリストの作成に取り組んでいる(平成22
年度中に普及予定)。

⑥ 施業集約の促進に向けた
国有林の経営委託等

農林水産省 a 民有林内に入り込んだ国有林について、周辺の民有林の施業をしてい
る者からの要望があれば、国有林・民有林を一体と捉えた、効率的な事
業集約が容易に可能となるよう、森林整備協定の活用や事業情報の民
有林への提供など、民有林との連携を推進する施策の充実を図る。

◎ （農林水産省）
平成15年に「民有林と協調した森林整備等を推進するため
に森林管理署等が地方公共団体等との間で締結する協定
について」の通知を発出し、民有林との連携に取り組んでき
たところであるが、平成21年度はより積極的に取り組むことに
より新たに14の森林整備協定を締結（21年度末現在の協定
数は41）するとともに、適時適切に事業情報を民有林へ提供
することと合わせて、国有林・民有林が一体となって森林整
備を進める施策を積極的に推進。

b 国有林において、競争性を確保しつつ、事業の品質確保を図り、公益
的機能の発揮を重視する観点から、事業実施に当たっての発注、指導・
監督、検査、評価のシステムを改善する。

◎ （農林水産省）
国有林野事業における間伐等の事業発注については、一
般競争入札により実施しているところ。
さらに、平成21年９月からは技術提案を受け価格以外の技
術等を評価し、価格との総合点で落札者を決定する総合評
価落札方式を導入することにより、競争性を確保しつつ、事
業の品質確保に取り組むよう措置したところ。（平成21年８月
18日付け）。
また、平成20年度から導入した事業成績評定制度により、入
札公告日前１年間の事業成績が一定点以下のものは入札
参加を認めないこととしており、実質的に平成21年度以降、
評定結果を発注に反映させているところ。

c 森林計画等に基づく長期的な森林整備の方針を踏まえつつ、計画的
に基幹的な路網の整備を進めるとともに、実施に際し、路網整備と間伐
の組合せなどの複合的な事業を推進する。

◎ （農林水産省）
基幹的な路網については、５年ごとに定める国有林野施業
実施計画等に基づき毎年度の事業予定を作成し、計画的に
整備を進めてきているところ。
また、間伐と搬出等に必要な路網を組み合わせた事業の実
施については、平成21年９月から総合評価落札方式を導入
し、競争参加者からの技術提案を受けて、効率的な組合せ
等を評価して発注することができるよう措置したところ（平成
21年８月18日付け）。

⑦ 担い手対策 農林水産省 a 中小企業に対する経営情報の提供や支援策と比較すると、林業になさ
れているものは、あまりにも不足していると言わざるを得ない。
したがって、林業経営者や林業事業体の経営体質の強化に資する情
報提供や支援策を充実させる。

措置 ◎ （農林水産省）
平成22年度予算「林業事業体就業環境改善対策」により措
置済み。

平成21年中措置

平成21年中措置

平成21年中措置
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規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

事項名
実施予定時期

措置内容関係府省

b 事業体の経営体質強化を踏まえ、事業主が行う雇用管理の改善及び
事業の合理化を促進する措置に対する改善指導等を十分に行うことによ
り、他産業に比べ低賃金の状況、不安定な雇用形態等の改善を図るとと
もに、林業労働者が将来展望を持ち、技術等の習得を体系化・高度化す
るため、林業労働者の育成対策を検討し、結論を得る。

平成22年
中措置

◎ （農林水産省）
平成21年10月30日に林政審議会を開催し、林業労働者の
育成対策について検討に着手した。その後も、労働政策審
議会職業安定分科会での検討（平成21年11月26日開催）、
パブリックコメントの実施（平成22年１月25日～２月10日まで）
を行い、議論を深めたところである。
これらの議論を踏まえ、林業労働者のキャリア形成支援等
を柱とする育成対策を、林業労働力の確保の促進に関する
法律（平成８年法律45号）第３条に基づく「林業労働力の確
保の促進に関する基本方針」に反映し、同方針を平成22年３
月18日付けで変更し、同年４月５日付けで公表を行った。

⑧ 林業機械に関する公的補
助の見直し

農林水産省 a 現在行われている林業機械の導入費用を一部負担する公的補助の在
り方について、より林業の生産性の向上に資するよう、補助制度の運用
の在り方を見直すなどの検討を行い、結論を得る。

◎

b 林業機械の購入やリースに対する公的補助について、導入した機械が
より効果的に活用されるよう、支援内容を検討し、結論を得る。

措置 ◎ （農林水産省）
導入した高性能林業機械の稼働率を確保するため、次の
要件をすべて満たす者については、補助率を1/2以内とし、
支援内容を見直した（通常は1/3以内）。
①施業集約化に取り組む能力・体制を有するとして体制評
価を受け認定された者、②年間5,000ｍ3以上の素材生産実
績があり、目標年度までに年間9,000ｍ3以上の素材生産量
を達成でき、③目標年度までに構造改革プログラムに記載さ
れている素材生産性の目標値の1.5倍の生産性を達成でき
る者

c 今後、森林を保有する林業経営者が施業集約を図り規模拡大を行う可
能性も充分に考えられることから、補助対象の拡大を図る。

◎

d 　新たに林業機械のレンタルに対する補助制度を検討し、結論を得る。 措置 ◎ （農林水産省）
平成22年度予算の要求において、高性能林業機械の導入
の事業実施主体にレンタル事業者を追加する拡充要求をし
たが、高性能林業機械の導入やリースに対する支援を実施
している中で、短期間のレンタルに対する支援については必
要性が少ないという結論を得た。

⑨ 林業経営についての補助
の見直し

農林水産省 効率的かつ安定的な林業経営が林業生産の相当部分を担う望ましい
林業構造の確立に向け、今後の林業経営に対する補助ついては、自ら
経営改革に取組む経営者の努力が報われるものとなるよう、個別施業に
対する補助の他に、林業経営者の施業の集約化や間伐の生産性の向
上などを通じた経営改善努力を助長する補助の在り方を検討し、結論を
得る。
併せて、個別施業への補助となっている造林関係補助事業の対象とな
るものについては、今後、集約的な施業の実施を促すものとなるように検
討し、結論を得る。

◎

⑩ 山林に係る相続税制度の
適正な運用

農林水産省 山林に係る相続税の立木及び林地の課税価格の５％減額措置は、こ
れまでも相続人が森林施業計画を継続する場合にのみ認められている
ものであり、施業放棄地の発生防止及び施業集約の促進に向けて、当
該措置における市町村による森林施業計画の継続の確認が今後も適切
に行われるようにする。

◎

⑪ 緑の雇用担い手対策事業
の推進

農林水産省 a 雇用者に対する補助を、今後は、雇用者の指導により技能や知識を習
得していることを確認し、支給されるような仕組みを検討し、結論を得る。

◎

措置済

措置済

措置済

措置済

措置済



19年度 20年度 21年度
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規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

事項名
実施予定時期

措置内容関係府省

b 技能や技術の習得と並行して、森林管理経営に必要な知識の習得が
図られるよう、研修指導内容の充実に向けた必要な措置を講ずる。

◎

(ｳ)　森林組合

19年度 20年度 21年度

① 森林組合と林業事業体の
イコールフッティングの確保

農林水産省 a 都道府県等が実施する森林災害復旧事業や林業公社の実施する森
林整備事業（造林関係）に係る森林組合の随意契約については、見直し
を含め、必要な措置を講ずる。

◎

b 国、都道府県問わず、事業の実施に際しては競争入札がなされるよう、
取組を強化する。

措置 ◎ （農林水産省）
平成21年５月21日に開催した会議及び指導文書により、競
争入札及び総合評価落札方式の導入推進について指導し
た。

c 雇用労働者を有しておらず、かつ、施工管理能力がないと認められる
森林組合については、公共事業の受託対象としないよう都道府県等に
対する技術的助言を徹底する。

措置 ◎ （農林水産省）
雇用労働者を有しない森林組合の公共工事受託について
（平成21年10月28日事務連絡）
  ７ブロック会議で周知（平成21年10月～11月）

② 森林組合経営の透明化に
向けたディスクロージャー
の改善

農林水産省 a 森林組合は、小規模な組織が多数を占めることから、インターネットを
活用した情報開示が進んでいない状況にある。
したがって、インターネットを活用した説明書類の掲載等について、自
主的な開示を促進する。

◎

b 森林組合経営の透明化の観点から、森林整備事業を中心に、員内、員
外の利用別、受託林産の事業量、財務の状況などについて、組合員に
対する一層の自主的な情報開示の促進に向け、必要な措置を講ずる。

◎

c 森林組合経営の透明化の観点から、財務諸表に員内・員外の利用状
況、事業ごとの資産の状況等の記載をするなど、自主的な情報開示を推
進するよう取組が行われているが、今後、その取組の一層の推進・定着
を図る。

措置 ◎ （農林水産省）
森林組合経営の健全化・透明化について（平成21年10月
28日事務連絡）
  全国７ブロック会議で周知（平成21年10月～11月）

③ 員外利用の指導の徹底 農林水産省 員外利用の特例によって、組合員が求める民有林の施業が阻害される
ことなく、森林組合がその本旨に沿って組合員活動に重点を置いた業務
運営を行うよう、員外利用の特例措置による事業の趣旨等について指導
を徹底する。

措置 ◎ （農林水産省）
森林組合経営の健全化・透明化について（平成21年10月
28日事務連絡）
  全国７ブロック会議で周知（平成21年10月～11月）

④ 金融事業（資金貸付事業）
の指導の徹底

農林水産省 森林組合が、その本旨に沿って組合員活動に重点を置いた業務運営
を行うよう、金融事業の趣旨、事業実施体制の在り方等について指導を
徹底する。

措置 ◎ （農林水産省）
森林組合経営の健全化・透明化について（平成21年10月
28日事務連絡）
  全国７ブロック会議で周知（平成21年10月～11月）

⑤ 会計処理の適正化 農林水産省 指導業務賦課金は、組合員への指導事業の一環として、森林の経営
指導、組合員の教育及び情報提供など広範囲に及ぶものとなっているこ
とから、組合員の負担する賦課金が、どのような指導事業に使用されて
いるか、より一層明確にし、賦課金徴収の適正化を図る。

措置 ◎ （農林水産省）
森林組合経営の健全化・透明化について（平成21年10月
28日事務連絡）
  全国７ブロック会議で周知（平成21年10月～11月）

措置済

措置済

措置済

措置済
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実施予定時期
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⑥ 森林組合のガバナンス内
部管理態勢の強化

農林水産省 森林組合においては、森林組合は組合員に奉仕するという本旨を徹底
し、コンプライアンス態勢の強化や業務の効率性、財務報告の信頼性を
確保するためにも、ガバナンスの強化に取り組むべきであり、コンプライ
アンス委員会の設置などその強化が早期に図られるよう必要な措置を講
ずる。

◎

⑦ 内部監査等の一層の質の
向上

農林水産省 森林組合における今後の監査については、森林組合監査士及び監事
の能力の向上に努める。

措置 ◎ （農林水産省）
森林組合経営の健全化・透明化について（平成21年10月
28日事務連絡）
  全国７ブロック会議で周知（平成21年10月～11月）

⑧ 常勤理事の兼職・兼業制限
の適正化

農林水産省 森林組合の常勤理事が、その本来の職務を十全に行うことができるよ
う、兼職・兼業の制限については、今後も法令の遵守について更なる周
知等を図る。

措置 ◎ （農林水産省）
森林組合経営の健全化・透明化について（平成21年10月
28日事務連絡）
  全国７ブロック会議で周知（平成21年10月～11月）

⑨ 森林組合の高度な施業の
外注化

農林水産省 森林組合の施業、特に、今後の生産性の向上や低コスト化に向けた鍵
となる高性能林業機械と低コスト作業路を組み合わせた高度な施業につ
いては、施業の生産性の向上や低コスト化を促すため、地域の実情に応
じて、林業事業体への外注化を促進する方策を検討し、結論を得る。

◎

(ｴ)　その他

19年度 20年度 21年度

① 民間企業の行う品種開発
に関する支援の推進

農林水産省 品種開発を行う、または、品種開発に意欲のある民間企業が参入しやす
くなるよう一層の情報提供に努め、活用の促進を図るなど支援を推進す
る。

措置済 ◎

② 育林期間の短縮に向けた
品種開発の促進

農林水産省 品種開発については、林業経営を安定化させるという観点から、特に、
コスト削減に資する品種開発の促進に向けて、可能な限り短期間でその
成果を得るべく、官民連携し取組を強化する。
併せて、海外の品種開発機関と連携を図ることにより、我が国にとって参
考となる、コスト削減に資する品種及び品種開発に関する情報の収集と
提供を積極的に行う。

措置 ◎ （農林水産省）
省力・低コスト林業に適した品種の開発を促進するため、
民間企業・団体、林業経営者等と省力・低コスト林業に適し
た品種の開発に関する共同研究を全国で６つ開始した。
また、北米やニュージーランドの育種事情の調査を行い、
(独)森林総合研究所ホームページ等で情報提供を行うととも
に、平成21年８月に育種期間の短縮に取り組んでいるニュー
ジーランドの有識者を招聘し、全国5箇所で講演及び意見交
換を実施した。更に、平成22年１月にフィンランド国立森林
研究所とトウヒ属のハイブリッド作出等に関する共同研究を
開始した。

③ 独立行政法人森林総合研
究所の民間開放の推進
〈官業ウ⑥の再掲〉

農林水産省 独立行政法人森林総合研究所では、民間企業の創意工夫をより発揮
させる観点から、民間との連携を深めているが、この連携や情報提供を
一層進めることなどにより、独立行政法人が行う品種開発に関する業務
の重点化も可能となるものと考えられる。
したがって、現在、森林総合研究所が行う業務（業務の一部を含む）に
ついて、さらなる民間委託や民間開放の可能性を検討し、結論を得る。

措置済 ◎

措置済

措置済

講ぜられた措置の概要等
事項名 関係府省 措置内容

実施予定時期
規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容



19年度 20年度 21年度
講ぜられた措置の概要等

規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

事項名
実施予定時期

措置内容関係府省

④ 制度融資及びその融資対
象金融機関の周知徹底

農林水産省 林業金融の円滑化に向け、金融機関、森林組合以外の林業事業体等
へ、木材産業等高度化推進資金の内容等のより一層の周知をする。

◎ （農林水産省）
各都道府県の基金担当者及び相談員会議（平成21年６
月）、各都道府県担当者によるブロック会議（平成22年１月下
旬～２月中旬：全国４会場）において、本資金の更なる周知
をお願いするとともに、本資金の融資を行う金融機関等につ
いても、資金の活用・周知について積極的な働きかけを行っ
た。
また、農林水産施策のご利用ガイドブック（林業編）、農林
水産省ホームページにおいて、本資金の制度・内容等を掲
載し周知を図った。

⑤ 林業動産等を担保とした新
たな資金調達手法の検討

農林水産省 林業金融の円滑化に向け、新たな担保評価方法に基づく資金調達等
の検討を開始する。
　併せて、平成21年度中に検討状況を公表する。

措置 ○ （農林水産省）
新たな担保評価方法に基づく資金調達等を検討した結
果、株式会社日本政策金融公庫では、林業動産等を担保と
した融資を始めることになった。引き続き公庫に要請していく
とともに、林業者等に対し融資事例の周知を図る。

⑥ 森林国営保険の経由機関
の周知徹底

農林水産省 ホームページの連絡先一覧表のページにも、市町村も経由機関として
森林国営保険の申込が可能であることを記載し、森林組合以外の林業
事業体に周知する。

措置済 ◎ （農林水産省）
林野庁HPにおいて、森林国営保険のお問い合わせ先とし
て森林組合連合会の一覧を掲げていたため、平成20年12月
20日に、窓口の案内として「市町村役場・森林組合連合会・
森林組合」と３つの窓口を明記する措置をし、市町村も経由
機関として申込みが可能であることを周知させた。

⑦ 森林国営保険の保険内容
の充実

農林水産省 近年、自然災害リスクに対応した金融市場が拡大・発展しており、自然
災害におけるリスクヘッジ手段も多様化・高度化している。
したがって、森林国営保険においては、リスクヘッジ手段としてこれらの
活用を研究し、森林国営保険市場への民間参入及び民間への保険リス
クの移転の可能性も含めて、その採用によりどのような保険内容の充実
が可能となるかなどを、検討する。
　併せて、その内容を公表する。

措置 ◎ （農林水産省）
平成17年11月に民間損害保険会社５社から、森林保険の
引受の可能性についてヒアリングしたが、総じて森林保険へ
の参入に消極的であった。森林国営保険については、簡素
で効率的な政府を実現するための行政改革の推進に関する
法律の規定に基づいて検討した結果、森林保険特別会計
は廃止し、森林保険業務は独立行政法人に移管するととも
に、政府による再保険を措置するとの方針を公表した（平成
21年３月31日）。
（但し、現時点においては、独法化に係る検討を見合わせる
こととしており、今後についても、政府全体における特別会計
及び独立行政法人の見直し等の議論を踏まえ、森林国営保
険の取扱いについて検討することとなる。）

平成21年中措置



19年度 20年度 21年度
講ぜられた措置の概要等

規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

事項名
実施予定時期

措置内容関係府省

⑧ 木材利用の促進 環境省 　「規制改革推進のための第2次答申」（平成19年12月25日）において、
「「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」に基づく基本
方針の判断基準における紙類の見直しに際しては、古紙の利用促進を
維持しながら、ＷＴＯ政府調達協定との整合性に配慮しつつ、森林の有
する多面的機能を維持し、森林資源を循環的・持続的に利用する観点
から、適切に管理された森林から生産された原料を「環境に配慮された
原料」とし、一定の割合を置き換え措置として導入すべきである。」とさ
れ、当該具体的措置について政府として最大限に尊重することとされた
ところである。
　しかしながら、本件については今年１月に製紙メーカー各社による再生
紙偽装問題が生じ、公称古紙配合率そのものについての信頼性が失わ
れ、この検討に当たっての前提が崩れている状況にある。再生紙の利用
促進についてはかかる問題の全容解明と製紙業界の信頼の回復が何よ
りも大切であり、これら全体を推進する中で総合的に検討し、結論を得
る。

◎

ウ　水産業
(ｱ)　資源管理

19年度 20年度 21年度

① 水産資源の保存・管理に関
する諸外国の事例調査

農林水産省 　海外の漁業国においては、国連海洋法条約の批准・発効を契機に、水
産資源が国又は国民の公共的な資産であることを法律や行政文書で謳
い、科学的根拠に基づく資源管理により漁獲を適切に行うことで、減少し
た資源の回復に努めている国が存在している。
　我が国も、同条約を水産基本法（平成13年法律第89号）第２条で引用
しつつ、それを踏まえて水産資源の適切な保存・管理を行うべき旨を規
定し、国民全体に水産資源が供給されるように国及び都道府県が適切な
保存・管理に努めているところである。今後とも我が国の水産資源が国民
にとってそのような公共性のあることを認識しつつ、適切な保存・管理が
行われることに資するよう、海外の漁業国の事例について、情報収集を
引き続き行い、その結果を公表する。

◎ （農林水産省）
　海外の漁業国の事例について情報収集すべく、平成21年
７月、水産資源の法的位置づけ等を調査するよう各国在外
公館宛に訓令を発出した。その結果について、平成21年11
月20日、水産政策審議会第44回資源管理分科会の場で発
表した。

② 水産資源の増加に向けた
政策目標の一層の明確化

農林水産省 　資源評価の実施後、新規加入群の状況等について新たな情報が得ら
れ、それにより資源量推定の再考が必要と判断される場合においては、
速やかに資源の再評価・ＡＢＣの再算定を行うよう取り組むこととされてい
るところであるが、資源の再評価・ＡＢＣの再算定について、ルールが存
在していないことから、そのルール化を行う。
　併せて、中期的管理方針については、水産資源を持続可能な水準に
維持又は回復させるため、対象資源に係る管理目標、手法などを明確に
する。

◎ （農林水産省）
　ＡＢＣ再算定の魚種別実施方法について検討を行い、平
成21年９月７日にホームページに掲載するとともに平成21年
度全国資源評価会議（平成21年10月７、８日）において、公
表した。
　また、水産政策審議会第42回資源管理分科会（平成21年
５月20日）において、魚種毎の資源の再評価・ＡＢＣの再算
定等の手続きを定めた「ＴＡＣ（漁獲可能量）期中改定の基
本ルール」を策定し、公表（水産庁ホームページにおいても
掲載）した。
　更に、水産政策審議会第44回資源管理分科会(平成21年
11月20日)において、すけとうだら・まあじ・まいわし・さば類に
おいて、管理目標及び手法を明確にするため、中期的管理
方針を修正し、海洋生物資源の保存及び管理に関する基本
計画を変更した。

③ 資源管理に係る公的な独
立機関の事例調査

農林水産省 　海外の漁業国の中には、資源量調査、資源評価、ＡＢＣの算定や勧
告、漁獲量の監視や集計などの業務を第三者機関が行っているものが
ある。
　したがって、我が国の現行の資源管理に資するために、海外の漁業国
の事例調査を進め、公表する。

措置 ◎ （農林水産省）
28の国・地域について在外公館を通じ、諸外国における同
方式の事例について調査を実施し、結論を平成21年11月20
日に開催された水産政策審議会第44回資源管理分科会に
おいて報告した。（同審議会は公開。議事録は水産庁ホー
ムページで公表）

平成21年中措置

平成20年中措置

実施予定時期
規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

講ぜられた措置の概要等
事項名 関係府省 措置内容

平成21年中措置



19年度 20年度 21年度
講ぜられた措置の概要等

規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

事項名
実施予定時期

措置内容関係府省

④ 資源量調査及び資源評価
における漁業者等の参画と
プロセスのオープン化

農林水産省 　漁業者の資源評価についての理解を深めるためにも、今後の資源量
調査及び資源評価の一連のプロセスにおいて、科学者と漁業関係者の
コミュニケーションが図られるよう、経験豊富な漁業関係者の意見を取り
入れる取組等を更に進める。
　併せて、広く国民にプロセスをオープンにするため、公開の場での説明
や意見交換を行うための体制も整備する。

◎ （農林水産省）
　資源評価原案作成前における現地調査、毎年の資源評価
の取りまとめに向けた地域ブロック資源評価会議（平成21年
度実績：全国７箇所で開催、出席団体：全国底曳網漁業連
合会、全国まき網漁業協会等）、全国資源評価会議（出席団
体：全国さんま漁業協会、日本定置網漁業協会等）に漁業
関係者の参加を求めるとともに、ホームページを通じて会議
開催の周知及びパブリックコメントも実施しており、加えて個
別の資源に係る課題に関する漁業関係者の意見の聴取や
評価結果の子細を説明するための意見交換会を開く等、漁
業関係者とのコミュニケーションを図った。

⑤ ＡＢＣの決定における漁業
者等の参画及びプロセスの
オープン化

農林水産省 　漁業関係者の資源評価についての理解を深めるためにも、今後のＡＢ
Ｃ決定の一連のプロセスにおいて、科学者と漁業関係者のコミュニケー
ションが図られるよう、経験豊富な漁業関係者の意見を取り入れる取組
等を更に進める。
　併せて、広く国民にプロセスをオープンにするため、公開の場での説明
や意見交換を行うための体制も整備する。

◎ （農林水産省）
　資源評価原案作成前における現地調査、毎年の資源評価
の取りまとめに向けた地域ブロック資源評価会議（平成21年
度実績：全国７箇所で開催、出席団体：全国底曳網漁業連
合会、全国まき網漁業協会等）、全国資源評価会議（出席団
体：全国さんま漁業協会、日本定置網漁業協会等）に漁業
関係者の参加を求めるとともに、ホームページを通じて会議
開催の周知及びパブリックコメントも実施しており、加えて個
別の資源に係る課題に関する漁業関係者の意見の聴取や
評価結果の子細を説明するための意見交換会を開く等、漁
業関係者とのコミュニケーションを図った。

⑥ 資源評価及びＡＢＣ算定に
おける第三者が参加した評
価の実施

農林水産省 　ＡＢＣの算定等については、現時点では新たに発生する資源量の把握
が難しいことから、ある程度の不確実性が伴うのも事実である。
このため、その不確実性を最小限のものとすべく、調査方法・評価方法の
改善を進めるとともに、調査計画や資源・漁獲の状況について漁業関係
者から意見・情報を聴取し、今後とも資源評価の精度向上を推進する。
　また、資源評価及びＡＢＣの算定における確実性を向上させ、科学的
根拠による資源管理の厳正化と資源評価の客観性及び学術的妥当性の
確保を図るべく、個人情報の保護に配慮したルールに基づく算定の基礎
データのオープン化とともに第三者が参加した評価を実施するに当たっ
ての予算、外国人科学者の必要性等について、検討を行い公表する。

◎ （農林水産省）
　個別資源の評価にあたって漁業関係者等の意見聴取を行
い、漁業実態を反映した資源評価に努めた。
　資源評価及びＡＢＣの再算定においては、魚種別検討会、
地域ブロック資源評価会議に学識経験者を外部委員として
参加させ、資源評価の客観性及び学術的妥当性を確保する
とともに個人情報の保護に配慮しつつ、ルールに基づいた
資源評価算定結果の基礎データを公表した。
　また、平成21年度に外国人科学者に我が国のＡＢＣ算定の
ための基本規則について意見を伺ったところ、妥当な評価
方法である旨の回答を得た。

⑦ ＴＡＣ設定の見直し 農林水産省 a 科学的根拠の尊重による資源管理を徹底し、水産資源の維持、回復を
図るため、ＴＡＣ設定が生物学的に計算される漁獲許容水準を可能な限
り超えることがないよう、ＴＡＣ設定の厳正化を図る。
併せて、ＴＡＣ設定の数量的根拠を公表し、ＴＡＣ数量の決定プロセス
の一層の透明化を図る。

◎

b ＴＡＣの設定に際しては、ＡＢＣを可能な限り超えることのないようにす
る。

◎ （農林水産省）
水産政策審議会第44回資源管理分科会（平成21年11月
20日）において、平成22年ＴＡＣについては、ＡＢＣを可能な
限り超えないこと等の「平成22年漁獲可能量（ＴＡＣ）設定の
ポイント」を提示し、これを踏まえ平成22年漁期ＴＡＣの設定
を行った。

c ＴＡＣの設定プロセスにおいて、漁業者、加工流通業者などの関係者
の参加の下、公開で広く国民に開かれた場でＴＡＣ案の検討を行う体制
を整備する。

◎ （農林水産省）
　平成21年漁期ＴＡＣ設定より、魚種毎に漁業者、加工流通
業者等の自由参加の下、公開の「ＴＡＣ設定に関する意見交
換会」を開催し、ＴＡＣ設定の数量的根拠を公表し（水産庁
ホームページにおいても掲載）、ＴＡＣ数量の決定プロセスの
一層の透明化を図った。（まあじ、まいわし、するめいか：平
成20年10月24日、すけとうだら：平成21年２月４日、さんま：平
成21年２月21日、さば類・ずわいがに：平成21年４月22日）

平成21年中措置

平成21年中措置

平成21年中措置

措置済

平成21年中措置

平成21年中措置



19年度 20年度 21年度
講ぜられた措置の概要等

規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

事項名
実施予定時期

措置内容関係府省

⑧ ＴＡＣ（漁獲可能量）設定魚
種の拡大

農林水産省 a 水産資源の持続的な利用を実現するため、ＴＡＣ設定がなされていな
い31魚種やそれ以外の魚種も含めて、資源が悪化している魚種など魚
種による適性等を見つつ、ＴＡＣ対象魚種の拡大の検討を行う。
　併せて、平成20年中に検討状況の中間報告を公表する。

◎

b 水産資源の維持・回復に資するため、現在のＴＡＣ対象魚種に次いで
採捕・消費量が多く、国民生活上又は漁業上重要な魚種であるカタクチ
イワシ、ホッケ、ブリ、マダラを含め、今後とも科学的知見の集積に努める
とともに、資源の特性等を踏まえつつ、ＴＡＣ対象魚種の追加については
継続的に検討を行い、検討結果を公表する。

措置 ◎ （農林水産省）
　ＴＡＣ対象魚種の追加について検討し、「ＴＡＣ制度等の検
討に係る有識者懇談会」（以下「有識者懇談会」）の取りまと
め結果より、資源の若干の変動はあったものの、その他状況
に変化なく、現時点において新たな魚種の追加の必要性は
低いと結論し、平成21年11月20日に開催された水産政策審
議会第44回資源管理分科会において報告した。（同審議会
は公開。議事録は水産庁ホームページで公表）
　今後も「有識者懇談会」の取りまとめ結果を踏まえ、引き続
き検討を行う。

⑨ サバ類（マサバとゴマサバ
のことをいう）におけるＴＡＣ
管理の見直し

農林水産省 　マサバとゴマサバについて、的確な資源管理措置の実施のため、今
後、マサバとゴマサバの水揚量に係る入手可能なデータの活用につい
て検討し、結論を得る。

◎ （農林水産省）
サバ類については、幼魚の段階では区別が困難であり、市
場においてもほとんどの市場でサバ類として一括で取り扱わ
れている。このような中、入手可能なデータとして、漁獲成績
報告書、研究機関等によるサンプル調査、漁業者の自主的
な判別・収集等を検討したが、収集の方法が目視であったり
サンプル数が限られるなど正確性及び客観性に問題があっ
た。
このため、いずれのデータも、魚種別のＴＡＣ管理など、我
が国全体の漁業管理に直接活用することは適当ではないと
結論し、平成21年11月20日に開催された水産政策審議会第
44回資源管理分科会において報告した。（同審議会は公
開。議事録は水産庁ホームページで公表）

⑩ ＴＡＣ漁獲可能量の厳守に
向けた合理的操業モデル
の樹立

農林水産省 漁業者が毎年の各魚種のＴＡＣ数量に対応し、これを有効に活用する
ための合理的操業モデルを作成し、提示することで、特定の魚種のＴＡＣ
を超過するような操業から、ＴＡＣをうまく利用できる漁業形態に誘導を図
る。

◎

⑪ ＴＡＣの厳守に向けたモニタ
リングの強化

農林水産省 　我が国においても、ＩＴを活用し、配分枠の消化が進んだ場合には、漁
獲量を把握する頻度を上げるなど漁獲量の早期把握に努めるとともに、
報告の正確性を検証するため、必要な場合には、現地の水揚げ状況等
の調査を行う。
　併せて、水揚げ状況等の調査が行われた場合には、個人情報の守秘
義務等に配慮しつつ、その調査結果を公表する。

◎ （農林水産省）
漁獲量の早期把握については、ＩＴを活用し、市場の水揚
げ伝票に基づく数量データを所属漁業団体等（都道府県管
理分については都道府県）を経由して、集計している。当該
月分の数量は翌月10日までに、また、ＴＡＣ枠の消化率が高
くなった場合には、より短い間隔（旬毎～毎日）で報告を求め
ており、迅速かつ正確な漁獲量等の把握を実施している。
現地の水揚げ状況調査については、平成21年８月～９月
にかけて数箇所で現地調査を実施し、その結果を平成21年
11月20日に開催された水産政策審議会第44回資源管理分
科会において報告した。（同審議会は公開。議事録は水産
庁ホームページで公表）

④ 漁業管理制度の見直し 農林水産省 a 現在、ＩＱ方式については、我が国において、ミナミマグロ、日本海ベニ
ズワイガニで実施されているが、今後、これら以外の魚種についても、資
源管理法に基づくものを含め、ＩＱ方式の導入を検討し、一定の結論を得
る。
併せて、ＩＴＱ方式についても、そのメリット・デメリットや諸外国における
導入事例、導入する場合の条件等について調査、研究、分析を行い、平
成20年中に中間報告を行う。

◎

平成21年中措置

平成21年中措置

措置済

措置済

措置済
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事項名
実施予定時期

措置内容関係府省

b 　我が国における資源の保存・管理は、基本的にＩＱ方式によらない形で
管理が行われている。
　一方、現在、ＩＱ方式は日本海ベニズワイガニ漁業、遠洋かつお・まぐろ
漁業におけるミナミマグロにおいて実施されており、同方式については、
より厳格な漁獲量管理と、操業の経済性や市場への影響等の考慮が必
要である一方で、適切な管理が可能であること、関係漁業者の参加の意
志表示があることなどが制度を実行するに当たり重要となっている。
　したがって、これらを踏まえ、厳格な漁獲量管理が必要な資源や時期
に実施するなど、漁業実態に応じたＩＱ方式の活用について具体的な問
題を検討し、その結果を公表する。

◎

c 　現在、既にＩＱ方式を実施しているのは、日本海ベニズワイガニ漁業や
遠洋かつお・まぐろ漁業におけるミナミマグロであるが、これらについて、
同一漁業種類内での割当量の移動を認めることが妥当か否か、妥当で
あるとすればどのような方法があるのか、関係漁業者の了解が得られるの
かなどについて検討し、結論を得る。
　また、引き続き、諸外国における導入事例等について調査、研究、分析
を行い、最終報告をする。

◎

(ｲ)　漁業権等

19年度 20年度 21年度

① 漁業権漁業における優先
順位に関する実態調査の
実施

農林水産省 a 定置漁業権及び特定区画漁業権については、平成20年９月から平成
21年４月にかけて行われる都道府県知事による免許の切替に併せて、優
先順位がどのように機能したのかに関する実態調査を実施する。

一部
措置済

◎

b さらに、その実態調査について、平成21年度に実態調査結果を公表す
る。

第一四半
期中措置

◎

c 漁業権の免許について優先順位が設けられていることが、参入を阻害
しているとの見方が存在することから、「規制改革推進のための３か年計
画（改定)」において、「定置漁業権及び特定区画漁業権については、平
成20年9月から平成21年4月にかけて行われる都道府県知事による免許
の切替に併せて、優先順位がどのように機能したのかに関する実態調査
を実施する。【平成20年度調査開始】、更に、その実態調査について、平
成21年度に実態調査結果を公表する。【平成21年度第一四半期中措
置】」とされている。
このことを受けて、優先順位がどのように機能したのかに関する実態調
査を実施しているところであるが、この調査を進め、その結果を公表す
る。

◎ （農林水産省）
「海面における漁業権の優先順位に関する実態調査及び
海面における漁業の免許の状況調査について」（平成20年６
月27日付け水産庁長官通知）により都道府県知事を通じて
漁業権の優先順位に関する実態調査を行い、平成21年６月
29日に農林水産省ホームページにおいて、結果を公表し
た。

② 漁業権の免許設定プロセ
スの運用状況の改善

農林水産省 現在の漁業権の免許設定までのプロセスは、①漁業関係者の要望及
び漁場条件の調査、②漁場計画（案）の作成、③海区漁業調整委員会
への諮問、④公聴会の開催、⑤海区漁業調整委員会の答申、⑥漁場計
画の公示、という免許の内容等の事前決定を経て、免許手続が行われて
いる。
このプロセスでは、既存の漁民のみならず新規に漁業を営もうとする者
を含め要望を調査し、漁場計画（案）が作成されてきているが、今後とも、
適正かつ合理的な漁場計画（案）となるよう、新規参入者を含む漁業関
係者の要望の調査をより徹底して行う。

◎

平成21年中措置

平成21年中措置

平成21年中措置

措置済

講ぜられた措置の概要等
事項名 関係府省 措置内容

実施予定時期
規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

（農林水産省）
　水産庁においては、「水産基本計画」（平成19年３月閣議
決定）及び「規制改革のための３ヵ年計画（改定）」（平成20
年３月閣議決定）を踏まえ、平成20年４月に「ＴＡＣ制度等の
検討に係る有識者懇談会」を立ち上げ、我が国における個
別割当方式及び譲渡性個別割当方式の導入の妥当性等に
ついて検討を行い、とりまとめ結果を平成20年12月に公表し
た。
　また、上記に加え、在外公館を通じ、諸外国における同方
式の事例について調査するとともに、我が国の漁業団体に
対してもこれに係る意向調査を行い、結論を平成21年11月
20日に開催された水産政策審議会第44回資源管理分科会
議において報告した。（同審議会は公開。議事録は農林水
産省ホームページで公表）
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事項名
実施予定時期
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③ 漁業調整委員会における
審議の厳格性の確保

農林水産省 今後、平成20年９月から平成21年４月にかけて、特定区画漁業権等に
ついて、都道府県知事による免許の切替が行われることとなっているが、
この免許の切替に当たっては、厳格な審査が行われるよう必要な措置を
講ずる。

◎

④ 漁業権の行使状況のオー
プン化

農林水産省 a 新規参入や効率的な生産体制への移行を促進するため、養殖業につ
いて、誰でもアクセスが可能な利用に関するデータベースを構築し、漁
業権の行使状況のオープン化を図る。
さらに、定置漁業についても、インターネット等を活用したオープン化を
図る。

◎

b 養殖業に関する情報のオープン化について、「規制改革推進のための
３か年計画（改定）」において「新規参入や効率的な生産体制への移行
を促進するため、養殖業について、誰でもアクセスが可能な利用に関す
るデータベースを構築し、漁業権の行使状況のオープン化を図る。【平
成20年中措置】」とされている。
したがって、これを更に有効なものとすべく、利用に関する行使状況の
みならず、養殖漁場の年間の水温変化、潮流、波浪など実際に養殖漁
場としての適性を判断するための基礎的情報を含めてデータベース化
し、誰でも利用できるように確実にオープン化し、国民へ周知する。

措置済 ◎ （農林水産省）
　養殖業に関する情報のオープン化については、漁業権の
行使状況に関するデータベースを作成し、誰でもアクセス可
能となるよう措置しているところ。
　また、養殖業は主に波が穏やかな場所で行われることか
ら、当該地区における日ごとの潮位がわかるようにし、養殖漁
場として実際に適性があるか否か判断できる材料を提供して
いる。

c 定置漁業に関する情報のオープン化について、水産庁は「都道府県知
事に対して、漁場の位置等を記した図をインターネットで公開するなどの
情報のオープン化について検討することが望ましいとの技術的助言を
行ったところ」である。
兵庫県や福井県では、既に漁場の位置をホームページで公表するな
どしており、このような取組が拡大すれば、更なる利便性の向上が期待さ
れる。
　したがって、水産庁においても、国民への周知のための取組を行う。

措置済 ◎ （農林水産省）
　定置漁業については、都道府県知事に対して発出した通
知（技術的助言）において、インターネット等を活用したオー
プン化の検討を図るよう依頼したところ。（平成20年６月10日
付水産庁長官通知）
　漁場の位置情報を公表した県の取組を国民に周知するた
め、当該取組について水産庁ホームページにて公表してい
る。

d 許可漁業について、水産庁は、大臣許可漁業の許可情報はオープン
化の準備を進めているものの、知事許可漁業については、「大臣許可漁
業の準備状況等についての情報を知事に提供していく予定である」とし
て、準備状況の情報提供に止まっている。
したがって、許可漁業に関する情報のオープン化が更に促進されるよ
う、水産庁においても国民への周知などのための取組を行うべきである。

措置済 ◎ （農林水産省）
　知事許可漁業については、平成20年９月17日及び18日に
開催された海区漁業調整委員会事務局研修会兼都道府県
漁業調整担当者会議において、都道府県担当者に対し、許
可情報の公開を検討するよう依頼したところ。
　加えて、指定漁業の許可情報をホームページにて公表し
広く国民に周知した上で、同様の措置をとるよう文書を発出
した。（平成20年12月24日付水産庁長官通知）

⑤ 漁船漁業における許可隻
数の決定プロセスの透明
性の確保

農林水産省 大臣許可漁業及び知事許可漁業ともに、新規参入希望者を含めたより
多くの関係者の意見を聴取した上で許可隻数を決定する。
併せて、関係者の意見を聴取した場合には、議事録を作成・公開する
こととし、決定プロセスの透明性を確保する。

◎

⑥ 許可船舶の使用権の行使
状況のオープン化

農林水産省 新規参入や効率的な生産体制への移行を促進するため、個人情報保
護に配慮しながら、大臣許可漁業、知事許可漁業について、インター
ネット等を活用した許可船舶の使用権の行使状況のオープン化を図る。

◎

⑦ 経営対策・担い手対策全般
の見直し

農林水産省 a 現在講じている経営対策・担い手対策、また、今後講じる経営対策・担
い手対策については、その政策目的が達成されているかのみならず、漁
業経営の収益性の向上にどれほど寄与しているかについて検証できるよ
う手法を検討し、結論を得る。

措置 ◎ （農林水産省）
生産構造の脆弱化や収益性の低下が進行する中で、国際
競争力のある担い手を育成するための経営対策として、平
成21年度より水産業体質強化総合対策事業を創設したとこ
ろであるが、本事業においては、事業内容に応じ、漁業経営
の収益性の向上等、事業効果を検証するための書類の提出
を求めることとしている。

措置済

措置済

措置済

措置済
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事項名
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b 我が国漁業の生産構造の脆弱化に対応し、競争力のある経営体を育
成・確保するとともに、活力ある水産業の生産構造を確立する観点から、
計画を着実に進めるよう取組を強化する。
併せて、経営の効率化に向けたインセンティブが働くような支援策を講
じることによって、意欲の高い漁業経営体への施策を集中する。

措置 ◎ （農林水産省）
平成21年度に水産業体質強化総合対策事業を創設し、漁
業者及び地域が一体となって策定する地域漁業の改革計画
を着実に実施するため、改革型漁船による収益性向上の実
証や省エネ・生産性向上に必要な機器の導入等に対する支
援を行っている。

⑧ 漁業経営の再生に向けた
取組強化

農林水産省 支援を講じる場合にはその効果が限定的とならないように、地域や業
種ごとの環境にも配慮して、減船や休漁、雇用支援などを具体的に促進
するとともに、地域や業種単位での法人化や経営の統合化を進めるな
ど、早急に漁業経営の再生への取組を強化する。
併せて、地域や業種単位での法人化や経営の統合化を進める際に
は、独自に経営体質の強化を目指す漁業経営者がいる場合に、それを
阻害することのないような措置を講じる。

措置 ◎ （農林水産省）
　資源状況や漁業実態等が地域や漁業種類等によって異な
ることを踏まえ、漁業者の自主的な取組により、当該地域や
漁業種類に応じた「資源回復計画」が策定されているところ
である。省エネ・資源回復等推進支援事業では、このような
多様な取組を促進するため、資源回復計画に基づく自主的
な減船・休漁等を支援することとしている。
　雇用支援については、新規就業者を確保するため、就業
準備　講習会や就業相談会を開催することとしているが、相
談会の開催場所が都市部に偏ることのないよう配慮し、地方
においても広く開催することとしている。
高性能漁船の導入や協業化等により収益性の高い操業・生
産体制への転換を促進し、厳しい経営環境の下でも操業・
生産可能な経営への転換を図るため、漁業の体質強化や構
造改革に取り組む漁業者を支援することとしている。

⑨ 漁業経営の多様化に向け
た支援の充実

農林水産省 新たな養殖技術の確立や有効なリスク対策を図るため、産学官連携を
活用するなど、支援事業の充実化を図る。

措置 ◎ （農林水産省）
　価格が高騰している魚粉の含有率を下げた配合飼料の開
発や、地下海水を活用した陸上飼育技術の開発について、
産学官の連携の下で実施・支援するとともに、飼料価格の急
激な上昇リスクが経営環境に与える影響を緩和するための
新たなセーフティネットの仕組みを導入した。

⑩ 自営創業に対する支援の
拡充

農林水産省 a 漁業経営に意欲のある者や企業、異業種からの参入しようとする企業
においては、他産業で求められる顧客の開拓に要する営業力や情報収
集力は有していても、資源管理に関する情報、船舶など設備や技術に関
する情報やノウハウ、市場に関する情報など漁業特有の情報は不足して
いる状況にある。
したがって、自営創業に向けた情報提供や自営創業が増加するような
支援事業を行うことにより、新たな可能性を秘めた自由な漁業経営が活
性化するよう、情報提供及び支援事業の充実化を図る。

◎

b 現在、新規就業者の増加に向け、沿岸漁業改善資金制度において、
青年漁業者等が漁業経営を開始するのに必要な資金の無利子融資を
都道府県が行っている。また、漁協系統資金である漁業近代化資金にお
いては、漁業者を対象に漁船などの設備資金の貸付を行っている。
しかしながら、これら融資制度は、漁業従事経験のない新規参入者に
対する支援融資が可能であるが、必ずしも制度に対する利用者の理解が
十分ではない。
このため、融資制度について、関係機関を通じて利用者への周知を一
層促進する。

◎

⑪ 漁業権の保護に係る解釈
の周知徹底

農林水産省 漁業権の保護に係る解釈については、改めて漁業者や漁協に止まら
ず、広く国民に周知徹底する。

◎ （農林水産省）
漁業権について、漁業関係者のみならず国民にも広く理
解されるよう、漁業権に関する情報を平成21年12月18日に
ホームページに掲載した。

平成21年中措置

措置済

措置済



19年度 20年度 21年度
講ぜられた措置の概要等

規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

事項名
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⑫ 漁船の安全検査の見直し 国土交通省 漁船の検査については、船舶安全法等において、定期検査及び中間
検査を行うこととされている。
これについて、国土交通省は、平成20年１月に、極めて厳しい状況に
ある水産経営のコスト負担が軽減できるよう試験的ではあるが、安全担保
等の条件付きで、一部の漁船を対象に中間検査でのエンジンなど機関
解放を省略できる漁船の機関検査合理化制度を実施した。
しかしながら、今回の措置ではマグロはえなわ漁船や大型のまき網漁
船は適用条件から対象外とされたことから、漁業経営者より各漁業種類
の操業実態に合わせた適用船舶の条件や検査の実施方法を見直し、対
象漁船の拡大を求める指摘がなされている。
したがって、当該漁船機関検査合理化制度の運用状況や安全面の検
証を行った上で同制度の適用対象等の見直しを検討していくこととし、当
該年度中に行われた検討状況について、関係業界に周知する。

措置 ◎ （国土交通省）
　漁船機関検査合理化制度によるコスト削減効果は、５年ご
とに行われる定期検査から制度を利用することにより大きくな
るが、本制度利用船舶には定期検査の時期に至っていない
ものも多い。
　このため、まずは本制度の利用促進に資するよう、これまで
の利用船舶からの情報をもとに、制度運用の改善を図るとと
もに、対象となる漁業者等に周知啓発・利用促進を図り、本
制度を定着させ、その後に、本制度の運用や安全面の検証
を行った上で適用対象等の見直しを検討することとしてい
る。

　これを踏まえ、以下のとおり、本制度の運用状況に関し、利
便性向上のための調査及び運用改善を行い、その結果につ
いて関係業界に周知した。（平成22年７月措置済み）
さらに、関係業界に対し本制度の周知啓発・利用促進を図っ
た。
①本制度の利便性向上のため、大日本水産会等の関係業
界を通じて本制度の利用状況等に関するアンケート調査を
実施。（平成22年６月）
②①の結果を踏まえ、乗組員の負担軽減を図る観点から点
検記録項目の見直しを行い、その改善内容を関係業界に周
知。（平成22年７月）
③本制度の詳細について説明を希望する漁業地区におい
て説明会を実施するなど、本制度の更なる利用促進を図っ
た。（平成22年７月～８月）

⑬ 知的財産や漁業動産を担
保とした新たな資金調達手
法の検討

農林水産省 漁業金融の円滑化に向けては、養殖業などで期待される漁業特有の
知的財産・動産及び新たなビジネスモデルの活用も今後重要になると考
えられる。他産業においては、知的財産や動産を担保とした新たな融資
手法の普及に向け、独特のリスクを有する担保や債権について、評価方
法や管理方法の検討が官民一体となって検討されている状況にある。
したがって、漁業金融の円滑化に向け、新たな資金調達方法、担保評
価方法、債権管理方法等の検討を開始する。
　併せて、平成20年中に検討内容等を公表する。

◎

⑭ 中小漁業融資保証保険制
度の対象金融機関の拡大

農林水産省 a 現在、中小漁業融資保証保険制度においては、漁協以外にも銀行、
信用金庫等が対象金融機関となっているが、信用組合は対象金融機関
となっていない。これを改め、信用組合も中小漁業融資保証保険制度の
利用対象金融機関とする方向で見直す。

◎

b 地域金融機関等においては、漁業分野への参入意欲はあるものの、依
然としてノウハウが不足していることもあり、漁協以外の民間金融機関の
中小漁業融資保証保険制度の利用が進んでいない状況にある。これ
は、中小漁業融資保証保険制度の情報提供不足や、中小漁業融資保
証保険制度が漁協系統機関専用の信用保証保険制度であるという誤解
によるところも少なくないものと考えられる。
したがって、中小漁業融資保証保険制度について、漁協以外の民間
金融機関に周知徹底を図るべく、情報提供等を積極化する。

◎措置済

措置済

措置済
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⑮ 制度融資への一般融資機
関の参入促進

農林水産省 漁業経営体に対する円滑な融資を促進する観点から、漁業近代化資
金については、借り手側である漁業者を始めとする関係者のニーズや一
般金融機関の参入の意向について把握し、その内容を公表するなどの
必要な措置を講じる。

措置 ◎ （農林水産省）
漁業近代化資金への民間金融機関の参入に関するアン
ケートを平成21年11月に実施し、漁業者等のニーズや金融
機関の意向について調査を行い、その結果を関係機関に周
知した。（平成22年５月）

(ｳ)　漁協

19年度 20年度 21年度

① 組合員資格の検証、資格
審査の厳格化

農林水産省 a 漁協は正組合員が20人未満になると解散することとなっている。また、
正組合員資格は、組合の地区内に住所を有し、かつ、漁業を営み又はこ
れに従事する日数が一年を通じて90日から120日までの間で定款で定め
る日数を超える漁民、とされている。しかしながら、組合員の中には従事
日数を満たしていない者がみられ、本来であれば解散すべき漁協が存
続しているとの指摘がある。
　したがって、改めて全ての漁協について組合員資格の検証を行う。

◎

b 組合員の中には従事日数を満たしていない者がみられ、本来であれ
ば解散すべき漁協が存続しているとの指摘があったことから、「規制改革
推進のための３か年計画（改定）」において、「改めてすべての漁協につ
いて組合員資格の検証を行う。【平成20年中措置】」とされ、組合員資格
の検証を求める措置が講じられた。
これを受けて水産庁において、組合員資格の適正な審査が行われるよ
う、平成20年４月１日付で漁協の模範定款例を改正し、組合員資格審査
規程例を制定したところである。さらに、当該組合員資格審査規程例に
基づき、組合員資格審査委員会を設け、適正な組合員資格審査が行わ
れるよう都道府県を通じ、指導が行われたところである。
今後、水産庁においては必要に応じて、組合員資格審査委員会の実
施状況を把握し、適正な資格審査が行われていない漁協については、
その改善のために必要な措置を講ずる。

平成22年
度措置

◎ （農林水産省）
平成21年度から各漁協においては、組合員資格審査規程
に基づき資格審査が実施されており、漁協の指導・監督権
限を有する都道府県に対する水産庁によるヒアリングにおい
て、資格審査の実施状況について確認を行い、適正な資格
審査を行っていない漁協については、改善指導を行うよう要
請している。

② 漁協の解散時における漁
業者の操業の確保

農林水産省 漁業法（昭和24年法律第267号）第26条において、漁業権は相続又は
法人の合併もしくは分割による場合を除き、移転の目的となることができ
ないとされている。
しかしながら、漁協の解散時においては、他の漁協の組合員となること
を選択する者もいれば、漁協に属さず、自営による漁業の継続を希望す
る者もいる可能性が考えられる。
したがって、自営による漁業経営の選択肢を排除することのないよう、
必要な措置を講ずる。

◎

③ 漁協経営の透明化に向け
たディスクロージャーの改
善

農林水産省 a 水産業協同組合法（昭和23年法律第242号）第58条の３において、信
用事業又は共済事業を行う組合は、事業年度毎に業務及び財産の状況
に関する説明書類（以下「説明書類」という。）を作成し、当該組合の事務
所に備え置き、公衆の縦覧に供しなければならないとされている。
　しかし、説明書類に記載すべき事項は、漁業協同組合の信用事業に関
する命令第48条において規定されているが、具体的な様式は定められ
ていない。
したがって、他の金融機関におけるディスクロージャーの状況を参考と
しつつ、一層の比較可能性を高めるよう説明書類の雛形を作成し、周知
するなど、所要の措置を講ずる。

◎

b 漁協は、小規模な組織が多数を占めることから、インターネットを活用し
た情報開示が進んでいない状況にあることから、組合員、貯金者等に対
する情報開示を迅速に行うためにも、他の金融機関におけるホームペー
ジ上での説明書類の公開状況を参考としつつ、ホームページへの説明
書類の掲載等について、組合員、貯金者等の利便性に応じた公開方法
で自主的な開示が促進されるよう、必要な措置を講ずる。

◎

措置済
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c 事業部門別損益計算書やキャッシュ・フロー計算書の一般への開示に
ついて、自主的な情報開示が促進されるよう必要な措置を講ずる。

◎

d 漁協は様々な事業を行っているため、貸借対照表・損益計算書は事業
区分を行い、各事業の財産・損益の状況を示しているが、漁協経営の透
明化、貯金者・共済契約者保護などの観点から、部門別の資産の情報、
部門別収益の詳細をより把握できるよう、自主的な情報開示の促進に向
け、必要な措置を講ずる。

◎

④ 信用事業を行う漁協におけ
る情報開示の強化及び信
用事業を対象とした金融庁
検査の実施

農林水産省 a 事業別の情報開示の徹底
現在、漁協に関する経営情報については、損益計算書に関して事業
別（部門別）の損益情報が総会に報告されており、貸借対照表について
も事業に直接関わる資産・負債が区分されているが、固定資産等が共通
の資産として計上されており区分されていない。
また、組合員が漁協の事業全般・経営全般に関する情報を適切に判断
するためには、事業別の損益だけでなく財産状況の一層の開示が求め
られている。
したがって、信用事業を行う漁協については、事業別の資産の状況の開
示を一層進めるとともに、情報開示の取組が各漁協において定着してい
くよう周知・徹底する。

◎ （農林水産省）
全国漁業協同組合連合会（以下「全漁連」という。）が策定
する「部門別損益計算書の作成手引（例）」の様式を改訂し、
事業別の資産の状況の開示を進めることとし、当該改訂版を
全漁連から信用事業実施漁協に対して通知し、周知・徹底
を行った。（部門別損益計算書の作成手引（例）の一部様式
（部門別の資産）追加について（平成22年１月21日付け全漁
連信用・組織指導部））

b 貯金者保護に向けた情報開示の充実
漁協について自己資本比率を計算する場合は、信用事業だけでなく、
組合が有するすべての自己資本とリスクを対比して算出することとされて
いる。
したがって、貯金者においては、銀行等と同様に信用事業のみを対象
とした自己資本比率が算出されていると誤解している場合もあると考えら
れることから、当該算出方法で自己資本比率を計算していることについ
て、自主的な情報提供を促す。

○ （農林水産省）
貯金者が、漁協の自己資本比率を、銀行等と同様に信用
事業のみを対象としたものと誤解しないよう、全漁連が策定
する「ディスクロージャー様式 漁協版（決算期開示用）」の
一部改訂の検討を依頼し、改訂された様式を全漁連から信
用事業実施漁協に対して周知し、自主的な情報提供を促す
予定（平成22年中に措置する予定）。

農林水産省
金融庁

c 金融庁検査の実施
都道府県知事が金融庁検査を要請する枠組みについて、農林水産省
と金融庁が連携して、当該枠組みを機能させその実効性を高める運用
面の方策について検討し、結論を得る。

○ （農林水産省・金融庁）
　都道府県知事の要請に基づき、金融庁が信用事業を行う
農協・漁協に対する検査を実施する制度について、農林水
産省が主催する「都道府県協同組合検査主管課長等会議」
において、金融庁から本制度を積極的に活用するよう要請し
た。（21年４月）

⑤ 経営改革の透明化 農林水産省 a 経営改革が必要とされる漁協については、一定の期限を区切り数値目
標等を漁協側に設定させるとともに、その成果を所管行政庁が責任を
持ってフォローアップする。

◎

b 漁協の経営改革については、「規制改革推進のための３か年計画（改
定）」において、「経営改革が必要とされる漁協については、一定の期限
を区切り数値目標等を漁協側に設定させるとともに、その成果を所管行
政庁が責任を持ってフォローアップする。【平成20年中措置】」とされた。
これを受け、水産庁では、漁協経営の改善の方向やそのための工程表
を水産基本計画において公表しており、経営改革が必要な漁協につい
ては、引き続き、全漁連等の漁協系統機関や都道府県と協力して、経営
改善計画の策定及びその進捗管理を行うこととしている。
　しかしながら、現在、業界団体や都道府県が中心となって進めている漁
協改革計画においては、合併などの組織再編を進めるだけでなく、欠損
金の解消に向けた策を講じることとしており、その原資の中には国民負担
を伴うものもある。
したがって、漁協の経営改善計画及びその進捗状況について、組合員
や組合の債権者に対して、定期的な提供を促すよう措置する。

措置 ◎ （農林水産省）
　組合員及び組合の債権者は、事業報告書、貸借対照表及
び損益計算書を含む決算関係書類並びに、総会及び総代
会の議事録の閲覧又は謄写をいつでも求めることが可能で
ある（水産業協同組合法第40条、第50条の４及び第52条）。
　漁協の繰越損失金解消を目的とした水産庁の助成事業の
実施に当たっては、対象漁協の経営改善計画及びその進捗
状況を表す決算関係書類が当該漁協の総会又は総代会で
組合員によって決議されている。
　また、全漁連策定の「JF経営改善指導指針」により、半期毎
に経営改善計画の進捗状況を、組合の債権者（例：信用漁
業協同組合連合会、漁業信用基金協会）をメンバーに含む
JF経営指導県委員会を通じてJF経営指導全国委員会に報
告することとされており、平成21年度以降に上記助成事業の
対象となった漁協に対しては、JF経営指導全国委員会から
文書にて明示的にこの報告を要請した。

措置済

措置済

措置済
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平成21年中措置

平成21年中措置
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措置内容関係府省

⑥ 漁協のガバナンス内部管
理態勢の強化

農林水産省 漁協においては、漁協は組合員に奉仕するという本旨を徹底し、コンプ
ライアンス態勢の強化や業務の効率性、財務報告の信頼性を確保する
ためにも、ガバナンスの強化に取り組むべきであり、コンプライアンス委員
会の設置などその強化が早期に図られるよう必要な措置を講ずる。

◎

⑦ 不公正取引の未然防止 農林水産省 漁協の購買事業、販売事業等に対して、関係法令上問題となり得る不
公正な取引・流通を未然に防止するため、水産庁において必要な指導
等の措置を講じる。

措置 ◎ （農林水産省）
　不公正な取引・流通の未然防止については、漁協に独占
禁止法抵触の疑いがあるということを行政庁が知り得た場合
に、公正取引委員会へ連絡するとともに、独占禁止法抵触・
違反の再発防止策を命ずる等の措置を講ずるよう、平成20
年12月26日に通知を発出し、指導を行った。（「漁協等の指
導監督等（信用事業及び共済事業のみに係るものを除く。）
に当たっての留意事項について」（平成20年12月26日付け
20水漁第2060号水産庁長官通知）０－６「私的独占の禁止
及び公正な取引の確保に関する法律への取組」）

⑧ 員外利用規制の徹底 農林水産省 漁協の販売事業の員外利用については、資源条件の悪化等に起因す
る水揚げの低迷等に対処するための水産物をその場で直接売買する施
設で組合員の漁獲物をより付加価値をつけて販売することを目的として、
当該施設における季節的な品揃え等多様な消費者ニーズに適切に応じ
ていけるよう、員外利用の分量制限が組合員の利用分量の２倍までとさ
れている。しかしながら、水産物以外の特産品が地域のニーズを吸収す
ることは否定しないが、員外利用を促進するものではない。
　したがって、販売事業の員外利用分量について、当該員外利用制限の
趣旨に添った運用が図られるよう指導等を徹底する。

措置 ◎ （農林水産省）
販売事業の員外利用分量については、員外利用の制限を
遵守するよう徹底するとともに、直売事業等の適正かつ効率
的な運営が確保されるよう、平成20年12月26日に通知を発
出し、指導を行った。（「漁協等の指導監督等（信用事業及
び共済事業のみに係るものを除く。）に当たっての留意事項
について」（平成20年12月26日付け20水漁第2060号水産庁
長官通知）１－２－１（４）「員外利用制限の遵守」）

⑨ 会計処理の適正化 農林水産省 漁協の会計処理については、組合員である漁業者より不明確であると
の指摘がある。
例えば、指導事業賦課金については、多くの漁協において収益環境が
厳しい中、漁協経営の継続のために、定款に基づき、総会又は総代会の
議を経て、組合員から指導事業に要する経費の負担分として、指導事業
賦課金を徴収しており、これを指導事業の収益として計上している。
しかしながら、漁協の指導事業は、教育情報指導、生活改善指導、遭難
対策（遭難救助、漁海況情報の提供等）、密漁防止対策など広範囲に及
ぶものとなっている。
したがって、これらの事業に要する経費として指導事業賦課金の徴収
が行われているところであるが、組合員の負担する賦課金が、どのような
指導事業に使用されているか、より一層明確にし、賦課金徴収の適正化
を図るよう必要な措置を講ずる。
併せて、事業赤字を事業外収益により賄っている漁協が多いが、当該
事業外収益の中で雑収益が大きく、その雑収益の内容が明確となってい
ないことから、組合員に漁協の経営改善の必要性の自覚を促すために
も、その雑収益の内容については、例えば、重要性の観点から額の大き
いものについて雑収益の科目を細分し、適切な名称を付して記載するな
ど、より一層細分化して明確にするよう、必要な措置を講じる。

措置 ◎ （農林水産省）
賦課金徴収の適正化については、漁協の業務報告書附属
明細書で教育情報費、繁殖保護費、漁場管理費等に区分さ
れて記載することとされ（水産業協同組合法施行規則第205
条第３項の規定による別紙様式：平成20年２月28日農林水
産省令第10号）、当該業務報告書は、総会に提出され、組
合員の承認を得ている。
また、賦課金の徴収に当たっては、毎年度、総会におい
て、その賦課金の額、徴収時期及び徴収方法を定めることと
されており（水産業協同組合法第平成22条、模範定款例第
20条）、徴収の適正化は図られている。
雑収益の内容については、金額的に重要な収益は、その
性質を示す適切な名称を付した科目をもって記載するよう、
平成22年３月30日に通知を改正し、指導を行った。（「漁協
等の指導監督等（信用事業及び共済事業のみに係るものを
除く。）に当たっての留意事項について」（平成20年12月26
日付け20水漁第2060号水産庁長官通知）４－４⑤「決算書
類の作成（雑収益の留意事項）」）

措置済



19年度 20年度 21年度
講ぜられた措置の概要等

規制改革推進のための3か年計画（再改定）（平成21年3月31日閣議決定）における決定内容

事項名
実施予定時期

措置内容関係府省

⑩ 公認会計士を活用した連
合会の監査及び連合会の
指導の充実・強化

農林水産省 漁協における今後の指導及び監査について、漁協の経営改善のため
の指導体制や、公認会計士の活用など第三者性と独立性を踏まえた監
査体制の充実・強化を図る。

措置 ◎ （農林水産省）
漁協の経営改善のための指導体制については、現在、関
係機関と連携し、欠損金処理対策のほか、資金を借りた場合
の利子補給、税制支援等の総合的漁協対策を講じ（「漁協
経営基盤強化推進事業実施要領」（平成22年３月30日21水
漁第2963号））、漁協の経営改善を図ることとし、漁協の指
導・監督権限を有する都道府県に対し指導した。
また、公認会計士の活用について、水産業協同組合法第
87条の２第３項の規定に基づく監査法人との業務契約の締
結に加え、平成21年８月より、全漁連への公認会計士の駐
在による監査先からの照会回答、派遣による監査先での監
査指導等を業務内容に加えることによって、監査における第
三者性と独立性を踏まえた監査体制の充実・強化を図った。

⑪ 常勤理事の兼職・兼業の適
正化

農林水産省 漁協の常勤理事に対する兼職・兼業の認可等に当たっては、その責任
ある業務執行体制を確保し、常勤理事の職務専念等の確保が図られる
よう必要な指導等の措置を講ずる。

措置 ◎ （農林水産省）
代表権を有する者が常時組合業務を掌握するなど、理事
の責任の明確な業務体制を確立するため、理事のうち少なく
とも１名は専任の常勤とするよう、平成20年12月26日に通知
を発出し、指導を行った。（「漁協等の指導監督等（信用事業
及び共済事業のみに係るものを除く。）に当たっての留意事
項について」（平成20年12月26日付け20水漁第2060号水産
庁長官通知）１－２－２「組合の理事について」、３－１－２
「業務執行体制」等）

⑫ 独禁法適用除外について 公正取引委員
会

　漁協について所要の調査を行い、取引実態等の把握を開始する。 措置 ◎ （公正取引委員会）
漁協の取引実態等を把握するため，国内外の水産業に係
る制度等の調査及び海外委託調査等を通じた諸外国の水
産業に係る規制及び取引実態等について，調査を開始し
た。


